
コ

ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

直

ノ

誠

蔵

　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
1
序
説
（
問
題
の
歴
史
的
背
景
）

〇
一
〇
月
革
命
か
ら
全
面
的
集
団
化
運
動
の
開
始
前
夜
ま
で

口
全
面
的
集
団
化
運
動
の
開
始
以
後

　
n
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
性
格

e
ソ
ビ
エ
ト
法
に
お
け
る
個
人
的
所
有
権

⇔
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
性
格

　
皿
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
構
造

e
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
発
生
と
副
業
経
営
の
基
礎

O
個
人
的
副
業
経
営
の
実
施
と
各
種
の
法
関
係

6
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
と
そ
の
副
業
経
営
の
変
動
・
消
滅

　
　
　
む
　
　
す
　
　
び

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

一
五
五



コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

一
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
権
利
主
体
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
詳
細
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
取
扱
う
こ
と
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
イ
・
ヴ
ェ
・
パ
ヴ
・
フ
に
よ

っ
て
そ
の
定
義
的
説
明
を
与
え
て
お
き
た
い
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
と
は
、
「
そ
の
労
働
能
力
あ
る
構
成
員
の
全
員
ま
た
は
大
部
分
が
コ
ル

ホ
ー
ズ
生
産
に
参
加
し
、
基
本
的
収
入
を
コ
ル
ホ
ー
ズ
か
ら
受
取
り
、
そ
の
ほ
か
に
小
規
模
な
個
人
的
経
営
を
宅
地
付
属
地
に
お
い
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

施
す
る
と
こ
ろ
の
家
族
的
・
勤
労
的
結
合
体
」
で
あ
る
。
「
小
規
模
な
個
人
的
経
営
を
宅
地
付
属
地
に
お
い
て
実
施
」
す
る
た
め
に
ソ
ビ

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

エ
ト
法
上
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
と
い
う
特
殊
な
所
有
権
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
（
三
六
年
憲
法
第
七
条
第
二
項
、
六
四
年
・

シ
ア
共
和
国
民
法
典
第
一
二
六
条
な
ど
）
。
つ
ま
り
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
と
は
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
い

て
個
人
的
副
業
経
営
を
実
施
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
所
有
権
制
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
特
殊
な
所
有
権
の
性
格
と
構
造
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
課
題
を
選
び
と
る
に
当
り
、
筆
者
の
問
題
関
心
の
中
心
に
あ
っ
た
も
の
は
、
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
個
人
的
権
利
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

史
的
存
在
性
格
で
あ
っ
た
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
は
個
人
の
権
利
で
は
な
い
こ
と
は
以
下
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

会
主
義
社
会
に
お
け
る
公
的
な
も
の
に
対
し
て
一
定
の
緊
張
関
係
に
立
つ
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
二
つ
は
と
も
に
個
人
的

権
利
と
し
て
共
通
の
モ
メ
ン
ト
を
含
む
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
を
矛
盾
と
し
て
把
握
す
る
と
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
稿
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

は
い
わ
ゆ
る
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
に
関
係
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
矛
盾
こ
そ
発
展
の
契
機
で
あ
り
、
主
題
の
分
析

は
社
会
主
義
法
研
究
と
し
て
積
極
的
意
義
を
も
ち
う
る
と
考
え
る
。
と
は
い
え
本
稿
の
主
題
は
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
の
一
局
面
で
あ
る



に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
結
論
は
、
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
個
人
的
権
利
の
歴
史
的
存
在
性
格
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
き
わ
め
て
僅

か
な
一
角
に
光
を
あ
て
る
に
止
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
こ
で
、
小
論
の
主
題
に
関
係
す
る
研
究
と
し
て
、
わ
が
国
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
に
つ
い
て
の
べ
て
お
ぎ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
一
般
的
に
言
っ
て
、
わ
が
国
の
社
会
主
義
法
研
究
は
発
表
さ
れ
た
論
文
等
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
一
面
に
お
い
て
、
ま
だ
「
コ

ル
ホ
ー
ズ
法
」
な
い
し
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
関
係
す
る
法
」
　
（
土
地
法
そ
の
他
）
の
領
域
に
ま
で
充
分
ひ
ろ
め
ら
れ
て
い
な
い
し
、
他
面
、

「
個
人
的
所
有
」
な
い
し
「
個
人
的
所
有
権
」
に
つ
い
て
も
豊
富
な
研
究
業
績
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。
本
稿
は
そ
の
中
で
も
更
に
限
定
さ

れ
た
分
野
を
取
扱
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
多
か
れ
少
な
か
れ
直
接
的
関
係
の
あ
る
論
文
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け

で
あ
る
。
（
発
表
年
月
順
）

一
稲
子
恒
夫
「
ソ
ヴ
ェ
ト
農
村
家
族
に
お
け
る
世
帯
財
産
共
有
制
」
法
政
論
集
第
一
一
号
（
一
九
五
八
年
三
月
）

二
福
島
正
夫
「
人
民
公
社
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
一
冊
（
一
九
六
〇
年
三
月
）

三
稲
子
恒
夫
「
ソ
ビ
エ
ト
法
に
お
け
る
個
人
財
産
と
家
族
」
法
律
時
報
一
九
六
一
年
九
月
号
（
一
九
六
一
年
九
月
）

四
福
島
正
夫
「
ソ
連
農
業
企
業
と
そ
の
問
題
」
前
掲
紀
要
第
三
〇
冊
（
一
九
六
三
年
三
月
）

　
本
稿
の
構
成
は
、
第
］
章
に
お
い
て
問
題
の
歴
史
的
背
景
に
ふ
れ
、
第
二
章
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
性
格
を
一

般
的
に
論
じ
、
第
三
章
で
、
そ
の
構
造
を
法
的
規
制
の
中
に
具
体
的
に
探
る
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
第
三
章
で
は
ソ
ビ
エ

ト
以
外
の
社
会
主
義
国
の
農
業
経
営
に
お
け
る
類
似
の
制
度
を
も
考
慮
に
入
れ
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
原
語
は
開
o
』
図
○
臣
ぴ
轟
h
8
℃
。
ド
ヴ
オ
r
ル
と
い
う
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
「
家
」
、
「
世
帯
」
、
「
農
家
」
な
ど
。
本
稿
で
は
、

　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八

　
　
ド
ヴ
ォ
ー
ル
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
目
的
で
、
や
や
古
い
訳
語
で
は
あ
る
が
、
「
農
戸
」
を
採
用
し
た
Q
な
お
前
頁
に
掲
げ
た
稲
子
第
一
論
文
一

　
　
〇
頁
注
（
1
）
参
照
。
ま
た
、
後
述
（
皿
序
）
参
照
。

（
二
）
　
①
鵠
月
與
き
器
h
釜
Φ
呉
憲
g
o
器
写
昌
9
。
8
甲
一
図
臣
貰
憲
」
8
9
ρ
8
曾

（
三
）
　
も
と
よ
り
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
は
社
会
主
義
的
所
有
権
の
全
体
系
の
中
に
一
定
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
孤
立
し

　
　
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
性
格
と
構
造
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
企
て
る
に
あ
た

　
　
り
、
当
然
に
、
そ
の
背
景
を
な
す
社
会
主
義
的
所
有
（
権
）
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
が
前
提
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
・
前
提
的
理
解

　
　
の
形
成
の
た
め
に
筆
者
に
と
っ
て
最
も
示
唆
的
で
あ
っ
た
著
作
の
一
つ
は
、
藤
田
勇
著
「
社
会
主
義
的
所
有
と
契
約
」
（
東
大
出
版
会
、
　
一
九
五

　
　
七
年
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
論
文
稲
子
恒
夫
「
ソ
ヴ
エ
ト
社
会
主
義
法
に
お
け
る
私
的
所
有
権
と
個
人
的
所
有
権
」
（
ソ
ヴ
エ
ト
法
学
第
一
巻
第

　
　
五
号
）
か
ら
は
個
人
的
所
有
権
と
私
的
所
有
権
と
の
相
違
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
Q

　
　
　
な
お
、
現
在
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
ば
か
り
で
な
く
、
農
村
地
帯
に
生
活
す
る
労
働
者
（
た
と
え
ば
、
ソ
フ
ホ
！
ズ
員
な
ど
）
、
勤
務
員
（
た
と

　
　
え
ば
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
農
業
技
師
、
学
校
教
師
な
ど
）
に
対
し
て
も
、
割
当
ら
れ
た
宅
地
付
属
地
に
お
い
て
個
人
的
副
業
経
営
を
い
と
な
む
権
利

　
　
が
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
主
題
の
枠
外
で
あ
る
の
で
こ
れ
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。

（
四
）
　
福
島
正
夫
「
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
矛
盾
と
法
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
四
〇
冊
参
照
。

（
五
）
　
稲
子
恒
夫
著
「
ソ
ビ
エ
ト
法
入
門
」
（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
五
年
）
文
献
案
内
参
照
。

本
章
で
は
、

　
　
　
1
　
序
説
（
問
題
の
歴
史
的
背
景
）

本
稿
の
主
題
を
め
ぐ
る
ソ
ビ
エ
ト
政
権
の
政
策
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
っ
て
現
在
に
至
っ
た
か
を
の
べ
る
こ



と
を
主
軸
に
し
つ
つ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
ソ
ビ
エ
ト
の
集
団
的
農
業
経
営
形
態
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
ど
の

形
態
が
主
題
と
最
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
、
お
よ
び
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
副
業
経
営
が
特
に
近
年
に
お
い
て
ソ
連
邦
の
国
民

経
済
中
に
占
め
る
地
位
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
但
し
、
政
策
の
歴
史
的
展
開
を
そ
れ
自

体
と
し
て
本
格
的
に
取
扱
う
こ
と
は
む
し
ろ
別
稿
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
序
説
と
し
て
の
性
格
に
規
定
さ
れ
る
範
囲

内
で
、
問
題
の
歴
史
的
・
経
済
的
背
景
に
つ
い
て
の
一
応
の
予
備
知
識
を
与
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
；
目
つ
け
加
え
れ

ば
、
筆
者
が
序
説
に
お
い
て
あ
え
て
こ
れ
に
ふ
れ
る
の
は
、
以
下
に
（
特
に
第
二
節
に
）
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
た
と
え
ば
、
政
策
に
お
け
る

ジ
グ
ザ
グ
現
象
が
、
こ
の
問
題
の
矛
盾
に
富
ん
だ
性
格
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
面
を
あ
ら
か
じ
め
考
察
す
る
こ
と
は

主
題
の
分
析
を
よ
り
深
い
も
の
に
す
る
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
〇
一
〇
月
革
命
か
ら
全
面
的
集
団
化
運
動
の
開
始
前
夜
ま
で

　
全
面
的
集
団
化
運
動
を
経
過
し
た
ソ
ビ
エ
ト
の
農
業
経
営
形
態
は
、
大
別
し
て
、
ソ
フ
ホ
ー
ズ
（
国
営
農
場
）
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
（
集
団
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

場
ま
た
は
集
団
経
営
）
の
二
つ
に
わ
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
と
い
え
ば
具
体
的
に
は
農
業
ア
ル
テ
リ
形
態
の
こ
と
を
意

味
す
る
が
、
歴
史
的
に
い
え
ば
、
集
団
経
営
に
も
三
つ
の
異
っ
た
形
態
が
存
在
し
た
。
本
節
で
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
三
形
態
の
消
長
と
そ

れ
ぞ
れ
の
形
態
の
特
徴
に
つ
い
て
の
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
三
形
態
と
は
、
コ
ム
ー
ナ
、
ア
ル
テ
リ
、
ト
ー
ズ
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
そ
の
各
々
の
消
長
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。
一

〇
月
革
命
直
後
に
最
も
普
遍
的
な
コ
ル
ホ
ー
ズ
形
態
で
あ
っ
た
の
は
コ
ム
ー
ナ
で
あ
っ
た
。
革
命
の
翌
年
（
一
九
一
八
年
）
の
統
計
に
よ

れ
ば
、
こ
の
年
一
五
七
九
の
集
団
経
営
が
登
録
さ
れ
た
う
ち
、
九
七
五
（
比
率
に
し
て
六
丁
七
％
）
が
コ
ム
ー
ナ
、
六
〇
四
（
同
じ
く

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



第一表　10月革命から30年代初期にいたるコルホーズ構成の変遷

年

1918

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

コノレホーズ コルホーズ形態 集団化率（彩）

総
　　　　　　　1
数　コムーナiアルテリ トーズ「農民綱播種地

　1，579　　　　　　975　　　　　　604

（100．0％）1（61．7％）（38．3％）

　6，189　　　　　1，961　　　　　3，606　　　　　　622

（100．0）　（31．7）　（58．2）　（10．1）

（18躍（1謂1（96？91（61器
16，628＊　　　　3，015　　　　9，777　　　　　2，497

（100．0）　（19．7）　（63．9）　（16．4）

（1謝（騰（141器（12？酬
14，002　　　　　1，874　　　　　6，809　　　　　5，319

（100．0）　（13．4）　（48．6）　（38．0）

d謝（li割（1潟（網1
15，178　　　　　1，829　　　　　8，802　　　　　4，547

（100．0）　（12．1）　（57．9）　（30．0）

17，860

57，045　　　　　3，537　　　　19，167

（100．0）　（6．2）　（33．6）

（ll61訓（㌔鶯浸14霧1

14，832　　　　　1，335　　　　7，134

（100．0）　（9．0）　（48．1）

（60．2）　　3．9　3．6
34，341

　　　　　　1．7　　　1．2
齢1
　　　　　　0．8　　　0．7
6，363
（42．9）

（ll6111（7贈1舗l　l翻23．613。．9
甜81（7謂i1器i男1（941努52．7』3．。

lll6？ll（4獺2瀦1（甥16、．575．7
資料：Irコルホーズ総数」および「コルホーズ形態」につき1
1918～19年の数字は，ArpapHa只HoみnTHKa　coBeTcKo益瑚acTH（1917－
1918rr．），c。512－513による。

1920～25年　〃　n．H。Jh皿eHKo，HcTop糊Hapo双Horo　xo訓最cTBa
CCCP，T。皿1，c．143による0

1926年の総数はCou．cTpoHTeπbcTBo　CCCP，Co⑩30pryueT，M．◎，
1934，c．160による。形態別内訳は不明。
1927～32年の数字は，同上，c．160，162，163によるo但形態別内訳の

実数は比率にもとづき算出したQ
　∬r集団化率」につき1前掲Co耳cTpoHTe恥cTBo，c．159による。
26年以前については，現在直接の資料をもたないが，概して27年の比
率を上廻ることはなかつたと想像される・
＊21年のrコルホーズ総数」は内訳を合計すると15，289であるので，
百分比はこの合計数にもとづぎ算出した。

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

六
〇



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

三
八
・
三
％
）
が
ア
ル
テ
リ
で
ト
ー
ズ
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
九
年
に
は
ア
ル
テ
リ
形
態
が
よ
り
一
般
的
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

り
、
ト
ー
ズ
形
態
も
出
現
し
て
来
た
。
同
年
末
現
在
で
、
コ
ム
ー
ナ
一
九
六
一
、
ア
ル
テ
リ
三
六
〇
六
、
ト
ー
ズ
六
二
二
で
あ
り
、
比
率

に
し
て
三
二
％
、
五
八
％
、
一
〇
％
の
割
合
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
後
集
団
化
に
お
け
る
ア
ル
テ
リ
形
態
の
優
位
が
一
九
二
七
年
こ
ろ

ま
で
持
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
九
二
八
年
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
ト
ー
ズ
が
集
団
化
の
主
要
形
態
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

春
に
組
織
さ
れ
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
全
体
の
う
ち
、
ト
ー
ズ
は
七
四
・
六
％
、
ア
ル
テ
リ
は
二
一
・
七
％
、
コ
ム
ー
ナ
は
三
・
七
％
で
あ
っ
た
。

資
料
難
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
甚
だ
不
完
全
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
全
面
的
集
団
化
運
動
の
開
始
前
夜
ま
で
の
三
形
態
の
変
遷
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

大
体
の
傾
向
は
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
（
第
一
表
参
照
）

　
次
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
三
形
態
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
点
に
つ
い
て
ご
く
一
般
的
な
か
た
ち
で
説
明
す
る
と
、
ト
ー
ズ
、
ア
ル
テ
リ
、
コ

ム
ー
ナ
の
順
で
「
能
力
に
応
じ
て
働
ぎ
、
必
要
に
応
じ
て
受
取
る
」
と
い
う
共
産
主
義
的
色
彩
が
濃
く
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所

有
の
面
に
お
い
て
は
、
ト
ー
ズ
で
は
生
産
手
段
の
社
会
化
は
殆
ど
行
わ
れ
ず
、
耕
作
だ
け
が
共
同
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
コ
ム
ー
ナ

で
は
生
産
手
段
は
も
ち
ろ
ん
、
個
人
的
消
費
資
料
も
相
当
程
度
社
会
化
さ
れ
る
。
ま
た
分
配
の
面
で
は
、
ト
ー
ズ
で
は
原
則
と
し
て
出
資

に
応
じ
て
分
配
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
コ
ム
ー
ナ
で
は
必
要
に
応
ず
る
分
配
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
ア
ル
テ
リ
は
両
者
の

丁
度
中
間
に
位
置
し
て
お
り
、
所
有
の
面
に
お
い
て
は
主
要
な
生
産
手
段
の
み
社
会
化
さ
れ
て
個
人
的
副
業
経
営
を
実
施
す
る
た
め
の
小

規
模
な
生
産
手
段
を
個
人
的
に
所
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
分
配
の
面
に
お
い
て
は
、
労
働
に
応
ず
る
分
配
が
原
則
と
な
っ
て

　
（
七
）

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
三
形
態
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
般
的
な
性
格
的
特
徴
と
先
ほ
ど
の
数
量
的
消
長
と
は
複
雑
な
政
治
的
・
歴
史
的
状
況
の
基
盤
の

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

上
に
函
数
関
係
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
今
更
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
た
ち
入
っ
た
検
討
を
省
略
し
（
但
し
、
運
動
の
担

い
手
と
い
う
点
の
み
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
革
命
直
後
は
個
々
の
農
民
グ
ル
ー
プ
、
こ
と
に
貧
農
、
雇
農
、
一
部
の
中
農
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
全
面
的
集

団
化
の
前
夜
に
は
中
農
が
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
つ
た
）
、
た
だ
ち
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
私
的
所
有
な
い
し
個
人
的
所
有
に
焦
点
を

あ
わ
せ
つ
つ
、
初
期
の
資
料
の
中
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
た
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
一
九
一
八
年
七
月
二
一
日
づ
け
「
勤
労
農
業
コ
ム
ー
ナ
模
範
定
款
」
第
三
条
第
一
号
に
は
、
「
す
べ
て
の
物
は
全
員
に
属
す
る
、
何
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

も
コ
ム
ー
ナ
に
お
い
て
は
個
人
的
消
費
資
料
を
除
き
、
い
か
な
る
物
を
も
わ
が
物
と
い
う
こ
と
を
得
な
い
」
と
あ
り
、
同
年
八
月
三
目
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

け
「
農
業
コ
ム
ー
ナ
定
款
作
成
に
対
す
る
訓
令
」
の
前
文
（
「
目
的
お
よ
び
当
面
の
課
題
」
）
中
に
、
「
コ
ム
ー
ナ
加
入
を
希
望
す
る
者
は

あ
ら
ゆ
る
個
人
的
所
有
を
拒
否
す
る
。
そ
し
て
自
己
の
す
べ
て
の
家
財
お
よ
び
全
財
産
（
動
産
、
不
動
産
お
よ
び
金
銭
）
を
加
入
の
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
）

コ
ム
ー
ナ
の
共
同
財
産
へ
譲
渡
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
一
九
年
二
月
一
九
日
づ
け
の
「
農
業
生
産
コ
ム
ー
ナ
規
準
定

（
二
一
）

款
」
の
総
則
に
も
、
「
農
業
コ
ム
ー
ナ
は
、
労
働
と
労
働
の
結
果
の
享
受
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
兄
弟
的
平
等
の
模
範
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
コ
ム
ー
ナ
に
加
入
を
希
望
す
る
者
は
コ
ム
ー
ナ
の
利
益
の
た
め
に
、
金
銭
、
生
産
用
具
、
家
畜
お
よ
び
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
一
）

に
共
産
主
義
的
経
営
を
行
う
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
財
産
に
対
す
る
個
人
的
所
有
を
拒
否
す
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
明
か
な
よ
う
に
、
コ
ム
ー
ナ
に
お
い
て
は
、
農
戸
が
個
人
的
副
業
経
営
を
い
と
な
む
余
地
は
全
然
あ
り
え

ず
、
従
っ
て
、
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

　
次
に
ト
ー
ズ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
社
会
主
義
的
土
地
整
理
な
ら
び
に
社
会
主
義
農
業
へ
の
移
行
措
置
に
関
す
る
規
定
」
（
一
九
年
二
月

一
四
日
）
の
第
九
四
条
に
共
同
耕
作
を
規
定
し
て
、
「
土
地
の
共
同
耕
作
は
、
土
地
の
耕
作
、
播
種
、
収
穫
物
の
と
り
入
れ
等
の
際
に
、



労
力
の
共
同
的
適
用
な
ら
び
に
生
産
手
段
お
よ
び
生
庄
用
具
の
共
同
使
用
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
組
合
全
体
ま
た
は
組
合
員
の
個
々
の
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

ル
ー
プ
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
」
と
し
、
　
つ
づ
い
て
第
九
五
条
に
は
、
「
共
同
耕
作
は
、
組
合
に
提
供
さ
れ
た
土
地
の
全
面
積
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

て
、
ま
た
は
そ
の
個
々
の
部
分
に
お
い
て
組
織
さ
れ
る
。
」
と
定
め
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
農
戸
の
個
人
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

い
し
私
的
所
有
は
む
し
ろ
大
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
た
だ
、
組
合
に
提
供
さ
れ
た
土
地
に
お
け
る
農
作
業
の
み
が
集
団
的
に
行
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
さ
て
、
ア
ル
テ
リ
に
お
け
る
農
戸
の
個
人
的
所
有
は
初
期
の
文
献
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
年
五
月
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

日
づ
け
「
勤
労
農
業
ア
ル
テ
リ
模
範
定
款
」
は
第
四
五
条
で
、
「
自
己
の
成
員
の
す
べ
て
の
力
と
資
財
を
完
全
に
統
一
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
つ
つ
も
、
ア
ル
テ
リ
は
、
ア
ル
テ
リ
員
総
会
が
ア
ル
テ
リ
経
営
に
損
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
限
度
と
規
模
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

お
い
て
、
ア
ル
テ
リ
員
が
自
己
の
私
的
経
営
を
実
施
す
る
こ
と
を
一
時
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
と
す
る
。
こ
こ
で

は
個
人
的
所
有
が
、
「
私
的
経
営
」
と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
総
会
に
よ
る
制
限
が

加
え
ら
れ
、
し
か
も
コ
時
的
」
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
等
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
四
六
条
で
は
、
「
自
己
の
経
営
に
お
け
る
労
働
は
総
会
の
許
可
に
よ
っ
て
、
ま
た
ア
ル
テ
リ
労
働
か
ら
自
由
な
時
間
に
お

　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

い
て
の
み
行
わ
れ
る
。
」
と
、
個
人
的
経
営
実
施
に
当
っ
て
の
制
限
が
さ
ら
に
細
か
く
示
さ
れ
て
い
る
。
同
種
の
制
限
は
、
「
ア
ル
テ
リ
に

加
入
し
た
個
々
の
経
営
の
役
畜
は
、
第
一
順
位
と
し
て
ア
ル
テ
リ
労
働
の
た
め
に
使
用
さ
れ
、
第
二
順
位
と
し
て
の
み
個
々
の
経
営
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

要
を
み
た
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
」
（
第
四
九
条
）
と
い
う
規
定
に
も
見
出
さ
れ
る
。

　
こ
の
反
面
、
「
個
々
の
経
営
に
お
い
て
用
具
お
よ
び
機
械
お
よ
び
役
畜
が
不
足
な
時
は
、
ア
ル
テ
リ
員
の
私
的
利
用
に
残
さ
れ
た
土
地

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ヴ
エ
ン
タ
　
リ

区
劃
の
耕
作
は
、
ま
た
同
様
に
、
ア
ル
テ
リ
員
の
そ
の
他
の
経
済
的
必
要
の
充
足
は
、
ア
ル
テ
リ
財
産
に
よ
り
、
ア
ル
テ
リ
の
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

条
件
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
ア
ル
テ
リ
の
仕
事
か
ら
自
由
で
あ
る
時
に
実
施
さ
れ
る
。
」
（
第
五
〇
条
）
と
い
う
規
定
は
、
ア
ル
テ
リ
員
の

個
人
的
経
営
を
ア
ル
テ
リ
経
営
の
正
常
な
実
施
を
妨
げ
な
い
範
囲
で
積
極
的
に
尊
重
し
、
援
助
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
一
）
　
個
人
農
形
態
は
、
現
在
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
で
に
無
視
し
う
る
程
の
小
さ
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
（
一
九
五

　
　
九
年
一
月
に
実
施
さ
れ
た
国
勢
調
査
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
個
人
農
と
協
同
化
さ
れ
て
い
な
い
家
内
工
業
者
と
の
合
計
は
、
約
二
七
万
人
で
あ
り
、

　
　
こ
れ
は
総
人
口
の
O
・
一
％
に
相
当
す
る
。
）

（
二
）
　
ト
ー
ズ
（
↓
8
）
と
は
、
土
地
共
同
耕
作
組
合
の
略
語
で
あ
る
。
な
お
、
　
コ
ム
ー
ナ
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
ロ
シ
ア
語
読
み
で
あ
り
、
ア
ル
テ
リ
は

　
　
ロ
シ
ア
に
古
く
か
ら
あ
る
同
業
組
合
の
一
形
態
の
名
称
で
あ
る
。

（
三
）
　
》
り
冨
℃
鵠
慧
目
○
』
国
誤
歪
0
8
窪
突
o
醇
雪
霧
醤
（
お
蜀
1
一
2
0
0
弓
・
y
一
3
合
P
G
。
曾
㎝
露
ふ
昂
。
但
し
、
こ
の
年
に
は
、
中
央
で
把
握
し
た

　
　
数
字
の
ほ
か
に
も
、
地
方
に
は
未
登
記
の
コ
ム
ー
ナ
や
ア
ル
テ
リ
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
↓
自。
言
※
Φ
）
Q

　
　
　
な
お
、
柳
春
生
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
法
の
発
生
」
（
法
と
政
治
の
研
究
、
所
収
）
参
照
。

（
四
）
　
↓
帥
窯
顛
ρ
ρ
蟄
㌣
㎝
お
’

（
五
）
　
○
需
℃
図
国
§
8
℃
～
国
ズ
o
旨
』
Φ
ズ
罠
切
醤
貰
＝
＝
8
』
ぴ
艮
0
8
図
o
器
陣
o
↓
器
閃
8
δ
ω
誤
ヌ
需
臼
図
α
』
＝
民
貰
）
一
8
僧
p
8
●
（
但
7
）
、
　
こ
れ
ら

　
　
の
百
分
比
に
対
応
す
る
実
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の
資
料
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
）

（
六
）
　
な
お
、
大
崎
平
八
郎
「
ソ
ヴ
ェ
ト
農
業
政
策
史
」
第
四
章
第
三
節
参
照
。

（
七
）
　
初
期
に
お
い
て
は
集
団
経
営
の
名
称
と
実
態
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
次
の
一
九
二
八
年
に
お
け
る
分
配
形
態

　
　
の
表
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。



コルホーズ収益の分配形態（1928年）

トーズアルテリコムーナ分　　配　　形　　態

31．5

4．6

13。2

24．6

14．6

11．5

100．0
　　％

34．5

0．6

4．7
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11．3
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100．0

　　％

51．6
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100．0
　　　　％

る
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る
る
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る
＊

　
　
　
　
　
　
勉

　
　
よ
よ

　
っ
　
　
こ

マ
籍
絞

ン
に
の
た
群
靴
の

数
要
森
資
族

　
　
ぎ
や

口
必
働
費
出
家
そ

計

＊rその他」とは幾つかの分配形態を併用しているものを
いう。
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（
八
）
　
《
コ
℃
鵠
蜜
o
℃
寓
ぴ
愚
図
o
↓
鋤
閃
円
℃
曳
h
o
頃
o
陣
器
竃
』
Φ
h
①
』
ぴ
岐
g
民
o
邸
　
瞑
o
言
言
図
誕
匡
》
）

　
矯
田
8
※
h
窪
ま
轟
＝
8
宍
o
蜜
ω
①
鼠
o
鼠
g
曽
凝
δ
』
凶
一
〇
一
c。
づ
（
＞
り
冨
℃
墨
国
昌
o
旨
－

　
醤
↓
圏
砧
O
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閃
Φ
↓
O
匿
O
障
ω
』
8
↓
罫
○
藤
O
O
国
O
静
）

（
九
）
　
↓
鋤
客
製
ρ
p
合
ρ

（
一
〇
）
《
国
＝
3
題
ズ
員
堅
民
8
∩
冨
雪
窪
国
δ
鷲
鋸
器
8
き
與
o
図
o
ω
凶
丹
↓
零
＝
ま
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訳
o
ぞ
崇
図
国
v
）
｝
属
器
℃
鐘
h
窪
＝
帥
凶
匡
巷
ぎ
蜜
ω
Φ
冨
o
竃
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↓
ω
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運
o
↓
薗
お
一
G
。
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↓
ρ。
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製
ρ
O
．
点
O
GQ
醤
O
静
）

（
一
一
）
↓
薗
室
製
ρ
p
お
F

（
二
一
）
《
工
8
竃
§
ぴ
辞
愚
箸
↓
器
8
き
o
民
o
図
8
慧
8
認
臣
ぴ
臭
目
℃
o
鵠
ω
8
h
鋸
窪
マ

　
誤
髭
民
薯
客
釜
》
底
ω
Φ
℃
渓
幕
江
誤
憲
エ
巷
さ
蕎
窪
薯
o
↓
一
〇
曾
a
冨
島
一
〇
一
リ

　
ラ
（
↓
卑
蜜
渓
ρ
P
お
ω
国
O
』
’
）

（
ニ
ニ
）
　
↓
壁
製
ρ
P
お
“
こ
の
規
準
定
款
全
文
の
邦
訳
は
福
島
正
夫
教
授
の
手
に
よ

　
る
も
の
が
前
掲
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
一
冊
一
四
三
頁
以
下
に
あ
る
。
但
し
こ

　
の
箇
所
の
訳
文
に
つ
い
て
は
一
部
筆
者
の
考
え
に
よ
っ
た
。

（
一
四
）
　
《
コ
g
O
與
窪
国
Φ
0
8
月
§
』
§
遵
需
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o
蜜
器
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』
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①
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旨
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℃
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霞
。
Φ
切
月
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〈
o
↓
一
蒔
骨
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碧
凶
§
。
7
（
↓
睾
製
ρ
。
」
ミ
嵩
。
旨
・
）

（
一
五
）
　
↓
卑
蜜
戻
ρ
○
含
9

（
一
轟
ハ
）
　
↓
m
竃
美
O
矯
O
。
薩
ト
り
N

　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

（
一
七
）
　
《
口
℃
鵠
言
8
鵠
ぴ
轟
図
9
爲
壱
図
h
o
閃
o
詠
器
冨
g
ヲ
・
お
臭
o
邸

　
　
（
↓
m
蜜
製
ρ
p
＆
ゆ
国
g
●
）

（
一
八
）
　
↓
帥
窯
葵
ρ
p
ま
9

（
一
九
）
　
↓
9D
言
葭
の
’

（
二
〇
）
　
弓
帥
蜜
葵
φ

（
二
一
）
　
↓
的
霞
製
①
、

借
℃
↓
O
藁
一
》
｝

図
一
、
国
¢
℃
受
＞
9
串
ヲ
一
＝

　
　
　
　
　
一
六
六

工
巷
一
（
o
暴
6
言
o
竃
o
↓

一
〇
霞
帥
凶
一
〇
一
〇
7

　
　
　
⇔
全
面
的
集
団
化
運
動
の
開
始
以
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
）

　
農
業
集
団
化
が
真
に
嵐
の
よ
う
な
勢
い
で
実
現
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
一
九
二
九
年
の
暮
か
ら
で
、
翌
年
に
は
全
農
家
数
の
％
、
翌
々
年

に
は
す
で
に
％
が
集
団
化
さ
れ
、
遂
に
第
二
次
五
ヶ
年
計
画
末
期
（
一
九
三
七
年
）
に
は
九
〇
％
以
上
の
組
織
率
と
な
り
、
集
団
化
は
ほ

と
ん
ど
完
了
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
事
業
の
発
端
と
な
っ
た
年
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
九
二
九
年
は
「
偉
大
な

　
　
　
（
二
）

転
換
の
年
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
全
面
的
集
団
化
運
動
に
お
け
る
主
要
な
経
営
形
態
は
何
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
当
時
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
最

終
的
に
選
び
と
ら
れ
た
の
は
ア
ル
テ
リ
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
三
〇
年
三
月
二
日

プ
ラ
ゥ
ダ
）
。
「
ト
ー
ズ
は
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
運
動
の
、
す
で
に
ふ
み
こ
え
ら
れ
た
段
階
で
あ
る
。
…
…
農
業
コ
ム
ー
ナ
が
支
配
的
形
態
と
な

る
に
は
条
件
が
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
つ
か
ま
ね
ば
な
ら
な
い
、
現
情
勢
の
も
と
で
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
運
動
の
基
本
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

環
、
そ
の
支
配
的
な
形
態
は
農
業
ア
ル
テ
リ
で
あ
る
。
」



　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
統
計
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
一
九
三
二
年
以
来
コ
ル
ホ
ー
ズ
総
数
（
漁
業
、
日
用
品
生
産
コ
ル
ホ
：
ズ
を
含
む
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

う
ち
農
業
ア
ル
テ
リ
数
の
占
め
る
比
率
は
九
八
な
い
し
九
九
％
で
あ
り
、
農
業
コ
ム
ー
ナ
お
よ
び
ト
ー
ズ
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
て
し

ま
っ
た
Q

　
さ
て
、
本
節
で
特
に
重
点
的
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
集
団
農
業
経
営
の
支
配
的
形
態
と
化
し
た
ア
ル

テ
リ
に
お
け
る
社
会
的
利
益
と
個
人
的
利
益
と
の
調
和
を
め
ぐ
る
ソ
ビ
エ
ト
政
府
の
政
策
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お

け
る
宅
地
付
属
地
と
そ
の
上
で
い
と
な
ま
れ
る
個
人
的
副
業
経
営
に
関
す
る
法
的
規
制
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
以
下
に
、
全
面
的
集
団
化
期
か
ら
現
在
に
至
る
時
期
を
一
応
四
つ
に
区
分
し
て
、
各
時
期
に
お
け
る
宅
地
付
属
地
な
ら
び
に
個
人
的
副

業
経
営
政
策
の
特
徴
点
を
指
摘
し
た
い
。
四
つ
の
時
期
区
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
全
面
的
集
団
化
期
　
⑧
第
二
次
世
界
大
戦
前
後

⑧
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
農
政
の
時
代
　
㈲
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
以
後

　
　
　
①
全
面
的
集
団
化
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
集
団
化
が
急
速
な
テ
ン
ポ
で
実
現
さ
れ
は
じ
め
た
一
九
三
〇
年
春
（
三
月
）
に
発
布
さ
れ
た
農
業
ア
ル
テ
リ
模
範
定
款
に
よ
っ
て
、
宅

地
付
属
地
が
農
業
社
会
主
義
化
の
展
望
の
中
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
三
〇
年
定
款
は
、
第
二
条
第
二
項
で
「
す
べ
て
の
土
地
を
完

全
に
社
会
化
す
る
さ
い
、
宅
地
付
属
地
（
菜
園
、
果
樹
園
等
）
は
個
人
的
利
用
に
残
さ
れ
る
。
」
と
、
宅
地
付
属
地
の
個
人
的
利
用
を
は
じ
め

に
確
定
し
、
つ
づ
い
て
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
（
「
農
具
の
社
会
化
に
際
し
、
宅
地
付
属
地
に
お
け
る
作
業
に
必
要
な
小
農
具
は
ア
ル

テ
リ
員
の
個
人
的
利
用
に
残
さ
れ
る
」
、
と
小
生
産
用
具
に
対
す
る
取
扱
い
を
明
か
に
し
た
。
ま
た
、
役
畜
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
社
会

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八

化
さ
れ
る
が
、
必
要
な
場
合
に
は
、
一
定
数
の
馬
匹
が
ア
ル
テ
リ
員
の
個
人
的
必
要
に
奉
仕
す
る
た
め
に
と
り
よ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
乳
牛
、
豚
、
羊
等
の
畜
産
用
家
畜
は
一
定
の
限
度
内
に
お
い
て
、
家
禽
は
無
制
限
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
的
所
有
に
残
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
四
条
第
三
頂
以
下
）
。

　
な
お
、
三
〇
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
第
一
六
回
党
大
会
の
決
定
に
も
、
「
現
段
階
に
お
け
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
基
本
的

形
態
は
農
業
ア
ル
テ
リ
」
で
あ
り
、
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
加
入
に
際
し
、
農
民
か
ら
た
だ
ち
に
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
習
慣
と
利
益
を
、
公
共
的
経

営
に
対
し
て
付
随
的
な
個
人
的
経
営
（
乳
牛
、
羊
、
家
禽
、
宅
地
付
属
菜
園
）
の
実
施
の
可
能
性
を
－
…
断
念
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
初
歩
を
忘
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
全
面
的
集
団
化
が
ほ
ぼ
一
段
落
し
た
一
九
三
五
年
二
月
に
開
か
れ
た
第
二
回
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
艮
突
撃
隊
員
大
会
で
採
択
さ
れ
た
、
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

も
効
力
を
も
つ
模
範
定
款
は
、
さ
ぎ
の
三
〇
年
定
款
の
規
定
を
よ
り
具
体
的
か
つ
詳
細
な
も
の
に
し
、
同
時
に
そ
の
形
式
を
と
と
の
え

た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
条
で
、
「
社
会
化
さ
れ
た
土
地
の
な
か
か
ら
、
宅
地
付
属
地
（
菜
園
、
果
樹
園
）
の
か
た
ち
を
と
っ
た
小
区
劃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

土
地
を
各
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
利
用
に
割
当
て
る
」
（
同
条
第
四
項
）
と
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
付
属
地
利
用
の
主
体
と
し
て
の
コ

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ル
ホ
ー
ズ
農
戸
が
立
法
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
づ
い
て
、
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
利
用
に
割
当
て
ら
れ
る
宅
地
付
属
地
の
面

積
は
（
住
宅
敷
地
を
除
い
て
）
、
％
な
い
し
％
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
内
、
但
し
個
々
の
地
区
に
お
い
て
…
…
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
内
た
る
こ
と
が

で
き
る
」
（
同
条
第
五
項
）
と
、
付
属
地
面
積
の
基
準
を
具
体
的
に
規
定
し
た
。
ま
た
第
四
条
に
お
い
て
、
住
宅
お
よ
び
個
人
的
家
畜
の

た
め
に
必
要
な
経
営
用
建
物
が
個
人
的
利
用
に
残
さ
れ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
（
同
条
第
二
項
）
、
更
に
第
五
条
に
お
い
て
家
畜
、

家
禽
、
家
兎
、
蜜
蜂
に
関
し
て
個
人
的
所
有
が
許
さ
れ
る
範
囲
が
極
め
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
。



　
こ
れ
ら
の
、
三
五
年
定
款
の
定
め
る
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
は
、
一
九
三
六
年
の
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま

憲
法
上
の
権
利
と
し
て
確
定
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
（
同
憲
法
第
七
条
第
二
項
参
照
）
。

　
　
　
⑧
第
二
次
世
界
大
戦
前
後

　
ア
ル
テ
リ
に
お
け
る
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
三
五
年
定
款
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
三
六
年
憲
法
に
よ
っ
て
確
認

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
の
な
か
に
は
、
か
つ
て
の
小
商
品
生
産
者
と
し
て
の
農
民
意
識
か
ら
完
全
に
脱
却
で
ぎ
ず
、
コ

ル
ホ
ー
ズ
の
共
同
経
営
で
の
労
働
は
極
力
怠
た
り
、
定
款
で
定
め
ら
れ
た
宅
地
付
属
地
の
大
き
さ
を
拡
げ
、
自
己
の
個
人
経
営
部
分
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

の
拡
充
・
発
展
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
が
す
く
な
か
ら
ず
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
一
九
三
九
年
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

月
に
、
政
府
と
党
の
合
同
決
定
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
共
用
地
盗
用
防
止
に
関
す
る
処
置
に
つ
い
て
」
が
発
布
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
決
定
の
第

七
条
に
も
と
づ
い
て
、
す
べ
て
の
宅
地
付
属
地
の
測
量
が
同
年
の
八
月
な
か
ば
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ま
も
な
く
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
り
、
ソ
連
邦
も
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
非
常
に
大
き
な
損
害
を
蒙
っ
た
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
建
設
の
面
に

お
い
て
も
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
（
た
と
え
ば
、
農
業
生
産
は
革
命
前
の
水
準
の
一
四
〇
％
に
ま
で
回
復
し
更
に
発
展
の
途
上
に
あ
っ
た
が
、
戦
争

に
よ
っ
て
一
挙
に
九
〇
％
以
下
の
線
に
逆
戻
り
し
た
）
が
、
そ
れ
は
宅
地
付
属
地
の
制
度
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
あ
る

資
料
に
よ
れ
ば
、
そ
の
間
の
事
情
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
戦
時
中
に
は
…
…
非
占
領
地
域
で
は
、
労
働
力
や
牽
引
力
や
農

業
機
械
の
極
度
の
不
足
な
ら
び
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
未
利
用
地
の
利
用
奨
励
措
置
に
便
乗
し
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
た
ち
が
住
宅
付
属
地
を
不
当
に

拡
張
し
た
。
…
…
こ
の
よ
う
な
農
業
ア
ル
テ
リ
定
款
の
重
大
な
違
反
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
生
産
力
の
増
大
を
至
上
命
令
と
し
た
戦
時
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

は
、
幾
分
大
目
に
見
ら
れ
た
傾
向
す
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
」
ま
た
、
他
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
「
戦
時
中
、
一
連
の
地
方
に
お
い
て
三
九

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
一
）

年
の
決
定
が
忘
れ
ら
れ
、
ま
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
共
用
地
の
盗
用
が
ふ
た
た
び
大
量
的
性
格
を
帯
び
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

　
戦
争
の
終
っ
た
翌
年
（
一
九
四
六
年
）
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
党
と
政
府
の
合
同
決
定
「
定
款
違
反
根
絶
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
、

が
発
布
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
と
く
に
再
度
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
用
地
の
盗
用
に
対
し
て
警
告
が
発
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
③
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
農
政
の
時
代

　
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
ん
だ
一
九
五
三
年
の
秋
に
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
党
中
央
委
員
会
第
一
書
記
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
同
じ
中
央
委
員
会
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

会
に
お
い
て
彼
は
「
ソ
連
邦
の
農
業
の
一
層
の
発
展
の
方
策
に
つ
い
て
」
と
い
う
演
説
を
行
い
、
ま
た
同
時
に
同
じ
題
名
の
中
央
委
員
会

総
会
決
定
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に
お
い
て
は
、
宅
地
付
属
地
そ
の
も
の
に
つ
い
て
直
接
に
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
コ
ル
ホ
ー

ズ
員
の
個
人
的
所
有
に
か
か
る
畜
産
の
不
振
、
お
よ
び
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
都
市
へ
の
流
出
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
形
で
問
題
が

提
起
さ
れ
、
そ
れ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
社
会
的
利
益
と
個
人
的
利
益
と
の
正
し
い
結
合
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ

ち
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
的
副
業
経
営
が
不
当
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
カ
・
オ
ボ
レ
ン
ス
キ

ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、
「
党
中
央
委
員
会
九
月
総
会
で
、
個
人
的
利
益
を
社
会
的
利
益
に
従
属
せ
し
め
つ
つ
社
会
的
利
益
と
個

人
的
利
益
と
を
正
し
く
結
合
す
る
と
い
う
、
集
団
経
営
の
ア
ル
テ
リ
形
態
の
最
も
重
要
な
原
則
が
多
く
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
い
て
破
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
原
則
の
侵
犯
…
…
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
的
所
有
に
か
か
る
乳
牛
、
豚
お
よ
び
羊
の
頭
数
の
減
少
へ

み
ち
び
い
た
。
…
…
経
済
的
に
弱
体
な
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
的
経
営
に
お
け
る
労
働
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
に
対
し
、
然
る
べ
き
作
業
日
収
入

を
与
え
な
い
し
、
そ
の
上
副
業
経
営
に
お
け
る
個
人
的
利
益
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
は
都
市
へ
、
工
場
へ
流
出

　
（
一
五
）

す
る
。
」



　
こ
の
よ
う
に
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
農
政
の
初
期
に
お
い
て
は
、
畜
産
振
興
お
よ
び
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
都
市
流
出
阻
止
の
た
め
の
方
策
の
一

環
と
し
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
副
業
経
営
が
む
し
ろ
推
進
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
↓
九
五
六
年
の
第
二
〇
会
党
大
会
の
終
っ
た
翌
月
（
三
月
）
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
自
身
の
こ
の
点
に
関
す
る
政
策
が
転
換
さ
れ

た
こ
と
を
示
す
、
党
と
政
府
の
共
同
決
定
が
出
さ
れ
た
。
「
農
業
ア
ル
テ
リ
定
款
な
ら
び
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
生
産
組
織
お
よ
び
ア
ル
テ
リ
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

務
管
理
に
お
け
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
創
意
の
一
層
の
発
展
に
つ
い
て
」
と
い
5
こ
の
共
同
決
定
の
表
面
上
の
意
図
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の

創
意
を
最
大
限
に
尊
重
し
、
各
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
地
方
的
、
具
体
的
な
状
況
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
定
款
を
適
当
に
改
訂
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
が
、
し
か
し
そ
の
改
訂
の
主
要
な
方
向
の
一
つ
こ
そ
、
宅
地
付
属
地
な
ら
び
に
個
人
的
副
業
経
営
の
縮
少
の
方
向
で
あ
っ
た
。
宅
地
付

属
地
に
お
い
て
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
「
生
活
の
か
ざ
り
」
と
し
て
の
庭
園
や
果
樹
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
コ

ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
公
共
経
営
に
対
す
る
労
働
参
加
が
不
充
分
な
場
合
に
は
、
そ
の
農
戸
に
対
す
る
付
属
地
の
割
当
を
へ
ら
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
、
宅
地
付
属
地
フ
ォ
ソ
ド
を
少
な
く
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
個
人
的
に
所
有
す
る
家
畜
数
も
三
五
年
定
款
に
定
め
ら

れ
た
基
準
を
保
つ
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
助
言
さ
れ
た
。

　
　
　
㈲
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
以
後

　
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
一
九
六
四
年
一
〇
月
に
退
陣
し
て
か
ら
丁
度
一
ヶ
月
後
の
一
一
月
一
四
日
の
「
ソ
ビ
エ
ト
・
シ
ァ
」
紙
に
次
の
よ
う

な
記
事
が
の
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
党
中
央
委
員
会
・
シ
ア
共
和
国
ビ
ュ
ー
・
ー
お
よ
び
・
シ
ア
共
和
国
大
臣
会
議
は
コ
ル
ホ
ー

ズ
員
、
労
働
者
等
の
個
人
的
副
業
経
営
に
対
す
る
根
拠
の
な
い
制
限
を
撤
廃
す
る
問
題
を
審
議
し
、
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
決
定
に
お
い

て
、
「
近
年
根
拠
も
な
し
に
制
限
を
く
わ
え
ら
れ
た
家
畜
の
保
持
お
よ
び
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
的
利
用
に
ま
か
さ
れ
た
宅
地
付
属
地
の

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二

規
模
の
基
準
に
関
係
す
る
、
農
業
ア
ル
テ
リ
定
款
へ
の
補
足
・
変
更
を
再
検
討
し
、
制
限
実
施
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
家
畜
保
持
お
よ
び
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

地
付
属
地
規
模
の
基
準
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
を
〔
新
た
に
〕
確
定
し
、
今
後
宅
地
付
属
地
規
模
の
根
拠
の
な
い
縮
少
を
止
め
る
よ
う
」
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
に
勧
告
さ
れ
た
。
ま
た
コ
ス
ィ
ギ
ソ
首
相
も
一
九
六
四
年
一
二
月
の
最
高
ソ
ビ
エ
ト
第
五
次
召
集
第
六
会
期
に
お
け
る
演
説

の
中
で
こ
の
点
に
ふ
れ
て
、
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
、
ソ
フ
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
公
共
的
生
産
の
発
展
に
第
一
級
の
意
義
を
認
め
な
が
ら
も
、
同
時
に
、

党
と
政
府
は
不
合
理
な
、
根
拠
の
な
い
制
限
を
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
、
労
働
者
お
よ
び
勤
務
員
の
個
人
的
経
営
か
ら
撤
廃
す
る
こ
と
…
…
に
関

　
　
レ
ン
エ
ー
ニ
エ
　
　
　
　
　
（
一
八
）

す
る
決
定
を
採
択
し
た
。
」
と
述
べ
た
。

　
次
に
、
近
年
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
副
業
経
営
が
ソ
連
国
民
経
済
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
る
か
を
一
べ
つ
し
て

み
た
い
Q

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
の
利
用
す
る
宅
地
付
属
地
面
積
は
、
一
九
六
四
年
二
月
現
在
で
五
百
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
用
地
全
体

は
四
億
八
千
七
百
二
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
そ
の
約
一
％
強
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
耕
地
目
薗
目
霞
の
み
に

限
定
し
て
比
較
す
る
と
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
用
地
全
体
に
お
け
る
耕
地
は
一
億
一
千
九
百
八
○
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
付
属
地
に
お
け
る
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

地
は
四
百
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
百
分
比
は
約
三
二
二
％
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
六
四
年
末
現
在
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
数
は

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

一
千
五
百
九
〇
万
戸
で
あ
る
か
ら
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
一
戸
当
り
の
宅
地
付
属
地
面
積
は
、
約
○
・
三
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
そ
の
う
ち
耕
地

部
分
は
平
均
○
・
二
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
計
算
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

　
宅
地
付
属
地
に
お
け
る
農
作
物
の
国
民
経
済
上
に
占
め
る
地
位
を
作
付
面
積
に
よ
っ
て
示
す
と
、
第
二
表
の
通
り
で
あ
る
。
穀
物
、
工

茱
用
作
物
、
飼
料
用
作
物
が
そ
れ
ぞ
れ
一
％
に
も
満
た
な
い
（
そ
し
て
そ
れ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
用
地
全
体
に
占
め
る
付
属
地
面
積
の
比
率
に
ほ
ぼ
見



コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

七

第二表　経営カテゴリー別作付面積（1962年）

ソ　フ　ホーズお　よ　び

その他の国営農業企業

コ　　ノレ　　ホ　　ー　　ズ

の
営
員
経
ズ
業
h
副

ホ
的
ル
人
コ
個

そ の 他

計

乍f 付　　　面 積

A
・

　り
計隊

（糊
、ll，艶1、1襟鷺画

（単位百万ヘクタール）
　　　　　　　　

　　　　25．20
　　　（45．7）

麗：器1（ζ1：器1（ll：lll （31：劉 29．58
（53．6）

　4．201
（1．9）1

　0．93　　　　0．07　　　　　　2．88

（0．7）（0．5）　（27．0）
　0．32
（0。6）

2。531

（1．2）i
（8：lll（8：81 （21矧 　0．07

（0．1）

（1器（ll謝（、ll：き1 　10．68
（100．0）

1　55．17
1（100。0）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内の数字はパーセント

資料：Hapo双Hoe　xo3舶cTBo　CCCP　B1962r．，c．252－253。

　　　　第三表　経営カテゴリー別畜産用家畜数（1963年）

ソフホーズ識および
その他の国営農業企業

コ　　ノレ　　ホ　　ー　　ズ

の
営
員
経
ズ
業

一
副

ホ
的
ル
人
コ
個

そ の 他

計

畜　　産　　用　　家　　畜　　数
（単位千頭）

大有角家畜左氣う㌔ 豚 羊
｝
i山　羊

2謙）t 8，1921
（21．6）1 21ゑ1？2）14欝）1 　238

（3．6）

38，6511
（44．5）1

1瀦）1314馨ll）i614今1ξ）1 　899
（13．5）

1縦）i搬111i21§） 19，325
（13．5）

2，814
（42．0）

li鮒 6，507
（17．1）

1禦）11・1？旨）l　l4乙ll）

86，988
（100．0）

ll6111）il16111）階6118）1（1611言）

資料：第二表のものと同じ，c．303－305．

（　）内の数字はパーセント



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

合
っ
た
数
値
で
あ
る
）
の
に
く
ら
べ
て
、
「
馬
鈴
薯
お
よ
び
野
菜
・
瓜
類
」
の
比
率
が
特
に
高
い
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
た
、
経
営
カ
テ
ゴ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

i
別
畜
産
用
家
畜
の
比
率
は
第
三
表
に
示
す
通
り
で
あ
っ
て
、
一
般
に
コ
ル
ホ
；
ズ
員
の
個
人
的
副
業
経
営
に
お
け
る
家
畜
の
保
有
率
が

非
常
に
高
い
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宅
地
付
属
地
の
面
積
そ
れ
自
体
お
よ
び
そ
の
比
率
は
非
常
に
小
さ
な
も
の
で
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
上
に

お
い
て
実
施
さ
れ
る
個
人
的
副
業
経
営
は
、
国
民
経
済
全
体
に
お
い
て
多
い
場
合
に
は
三
割
、
四
割
の
比
重
を
占
め
る
部
門
も
あ
る

（
た
と
え
ば
馬
鈴
薯
、
野
菜
・
瓜
類
、
乳
牛
、
山
羊
な
ど
）
こ
と
は
、
そ
こ
に
微
妙
な
問
題
の
ひ
そ
む
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
（
第
二
表
お
よ
び
第
三

表
参
照
）
。

　
資
料
の
年
度
か
ら
言
っ
て
、
以
上
に
見
た
の
は
副
業
経
営
制
限
政
策
の
と
ら
れ
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
農
政
後
期
に
属
す
る
時
期
に
お
け
る

個
人
的
副
業
経
営
の
経
済
上
の
地
位
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
農
業
発
展
の
現
段
階
に
お
い
て
そ
れ
は
必

ず
し
も
軽
視
し
え
な
い
経
済
的
重
要
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
副
業
か
ら
の
収
入
は
、
荒
田
洋
氏
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
三
年
に
お
い
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
共
同
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

か
ら
の
四
分
の
一
な
い
し
二
分
の
一
で
あ
り
、
労
働
者
と
の
所
得
格
差
は
、
木
原
正
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
所
得
に
つ
い
て
い
え
ば
、
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

働
者
の
半
分
以
下
、
現
物
分
を
い
れ
て
半
分
以
上
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
近
年
出
版
さ
れ
た
ソ
ビ
エ
ト
の
あ
る
法
律
用
語
辞
典
の
「
宅
地
付
属
地
」
の
項
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
結
ば
れ
て
い
る
。
「
宅
地
付

属
地
利
用
は
、
ソ
連
国
民
経
済
の
発
展
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
お
よ
び
ソ
フ
ホ
ー
ズ
の
公
共
的
経
済
の
成
長
、
な
ら

び
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
、
ソ
フ
ホ
ー
ズ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
農
産
物
量
の
増
大
に
応
じ
て
、
宅
地
付
属
地
上
の
副
業
経
営
の
実
施
は
市
民



（
こ
の
場
合
、
当
然
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
が
主
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
ー
筆
者
註
）
に
と
っ
て
経
済
的
に
不
利
な
も
の
と
な
り
、
宅
地
付
属
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
）

必
要
性
は
少
く
な
っ
て
行
ぎ
、
徐
々
に
完
全
に
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
確
か
に
、
理
論
上
で
は
、
社
会
主
義
農
業
に
お
け
る
宅
地
付
属
地
お
よ
び
副
業
経
営
は
自
ら
の
存
在
理
由
の
完
全
な
否
定
へ
と
向
う
過

程
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
現
実
の
歴
史
的
・
政
策
的
過
程
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。

　
現
在
、
ソ
連
邦
で
は
新
し
い
農
業
ア
ル
テ
リ
定
款
を
作
る
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
宅

地
付
属
地
お
よ
び
個
人
的
副
業
経
営
は
新
定
款
に
お
い
て
ど
う
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
時
折
法
学
文
献
に
あ
ら

　
　
（
二
六
）

わ
れ
る
。
基
本
的
方
向
は
、
イ
・
ヴ
ェ
・
パ
ヴ
・
フ
の
次
の
よ
う
な
結
論
に
代
表
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
一
定
の
確
立
さ
れ
た
枠
内
に

お
け
る
そ
の
正
常
な
存
在
と
発
展
の
た
め
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
的
副
業
経
営
の
法
的
地
位
は
新
定
款
に
よ
っ
て
更
に
強
化
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
個
人
的
副
業
経
営
を
基
本
的
収
入
源
に
変
え
る
可
能
性
を
な
く
す
る
厳
し
い
手
段
、
こ
の
経
営
に
も
た
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ヴ
オ

か
か
っ
た
寄
食
的
生
活
、
寄
生
的
存
在
を
許
さ
な
い
た
め
の
手
段
が
新
定
款
に
よ
っ
て
定
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
」
論
点
と
し
て
は
、
「
農

ヒ
ル戸
」
と
い
う
単
位
を
ど
う
み
る
か
、
社
会
主
義
農
業
の
現
在
お
よ
び
将
来
に
と
っ
て
も
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
み
る
か
、
反
対
に
時

代
錯
誤
的
な
過
去
の
遺
物
で
あ
る
と
み
る
か
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
宅
地
付
属
地
の
配
分
の
基
本
単
位
を
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
に
置
く

か
、
従
来
通
り
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
置
く
か
、
そ
れ
と
も
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
家
族
に
置
く
か
と
い
う
問
題
が
主
要
な
も
の
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。

（
一
）
　
大
崎
平
八
郎
氏
（
同
著
「
ソ
ヴ
ェ
ト
農
業
政
策
吏
」
）
に
よ
れ
ば
、
革
命
後
一
〇
年
以
上
を
経
た
こ
の
時
点
に
お
い
て
農
業
集
団
化
が
緊
急
の

　
政
治
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
た
主
な
理
由
は
、
一
九
二
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
市
揚
向
穀
物
量
が
極
端
に
減
少
し
、
都
市
へ
の
食
糧
供
給
、
穀

　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

（
一
〇
）

　
　
課
g
×
o
ω
8
0
↓
冨
ω
9
ω
£。
℃
臣
鶴
臣
凶
》
（
寓
8
0
旨
国
ズ
o
旨
図
o
蟹
0
3
弓
餌
ω
ρ。
℃
↓

（
一
一
）

（
一
二
） 　

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六

物
輸
出
計
画
等
に
重
大
な
脅
威
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
こ
の
穀
物
調
達
危
機
の
原
因
と
そ
の
対
策
を
め
ぐ
っ
て
、
ブ
ハ
ー

リ
ン
と
ス
タ
ー
リ
ン
と
の
意
見
の
対
立
が
生
じ
、
後
者
の
主
張
が
勝
利
し
た
こ
と
に
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
そ
の
原
因
を
一
七
年
の
土
地
改
革
の

欠
陥
－
農
民
経
営
の
分
散
性
と
零
細
性
1
の
中
に
認
め
、
そ
の
対
策
と
し
て
農
業
の
全
面
的
集
団
化
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
（
同
書
第
四
章
第

一
一
節
参
照
。
）

　
ス
タ
ー
リ
ン
全
集
第
一
二
巻
、
邦
訳
大
月
書
店
版
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

　
大
崎
、
前
掲
書
一
八
○
頁
以
下
参
照
。

　
前
掲
ス
タ
ー
リ
ン
全
集
第
一
二
巻
二
一
八
頁
。
（
「
成
功
に
よ
る
眩
惑
」
）
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大
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前
掲
書
二
六
三
頁
参
照
。

　
　
コ
0
3
9
。
ぎ
雪
Φ
臣
①
O
エ
ズ
O
O
O
℃
鵠
員
ズ
切
ズ
ロ
（
α
）
o
弓
ト
っ
刈
竃
壁
お
G
。
0
7
《
○
竃
8
畏
o
巷
壁
匡
o
α
月
Φ
o
鵠
o
属
誤
臭
ω
Φ
累
Φ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
目
”
一
綜
P
p
一
〇
刈
国
o
』
9
）

　
　
大
崎
、
前
掲
書
同
頁
Q

　
　
冥
戸
ズ
器
臣
月
切
＞
・
＞
・
℃
望
與
g
（
℃
g
●
y
ω
Φ
蜜
雪
臣
o
Φ
類
℃
器
9
一
濾
P
O
ト
っ
ト
っ
刈
●

巷
器
自
》
（
↓
慧
萸
ρ
p
“
蛤
国
9
。
）



（
一（

一
（
一

（
一

三
）
コ
0
8
壁
o
雪
Φ
畏
①
9
器
鋸
客
臣
胃
ゼ
8
Q
8
℃
＝
ロ
丙
切
ズ
コ
（
α
）
o
↓
一
。
8
胃
国
9
国
一
。
＆
ワ
《
○
幕
冨
図
目
o
』
貢
閃
長
帥
景
属

墨
℃
≦
お
霞
邸
ぎ
憲
困
8
き
突
o
図
o
ω
悪
。
鵠
Φ
臣
○
邸
8
↓
Φ
自
ω
ズ
o
羨
o
ω
震
》
（
浮
8
℃
堅
民
o
』
蓉
寄
0
8
弓
拐
悶
為
●
目
p
8
一
国

　
g
。
）

四
）
　
員
o
民
葛
h
8
民
需
憲
冨
月
丙
ズ
ロ
O
O
8
甲
×
℃
図
揖
の
塁
寡
○
臣
口
』
窪
図
蜜
Φ
ロ
ズ
ズ
ロ
O
O
8
0
0
8
＝
岳
α
冨
一
〇
器
7
《
○
言
8
貰

h
き
臣
怨
目
①
8
冨
ω
霞
醤
凶
8
き
霞
0
3
蓉
ω
轟
8
困
O
O
O
写
（
含
o
量
帥
葭
8
蚤
①
霞
8
8
き
突
8
巻
ω
凶
丹
田
o
》
」
。
舞
蕎
ε

五
）
　
界
○
α
○
旨
臣
ρ
良
笹
○
α
員
Φ
8
器
＝
＝
o
Φ
図
o
器
誉
鵠
o
I
雪
脂
踏
雷
§
詣
帥
隣
o
』
図
o
鋸
（
据
麟
ツ
製
賓
サ
お
器
”
苔
誌
｝
Ω
O
・
）

六
）
　
口
O
O
↓
帥
瓢
O
国
旨
①
頴
國
①
π
穴
ズ
ロ
O
O
＝
O
O
切
Φ
↓
m
』
≦
＝
＝
＝
O
↓
℃
O
切
O
O
O
℃
O
↓
O
冨
帥
℃
↓
薗
一
〇
㎝
①
7
《
○
α
賓
O
↓
帥
閃
Φ
O
Φ
』
ぴ
O
民
O
図
O
ω
凶
陣
O
弓
切
①
国
＝
O
邸

　
8
冨
』
国
麟
h
§
臣
9
目
Φ
冨
窓
器
鵠
醤
＝
麟
属
国
員
謡
m
屋
閃
ぴ
【
民
O
旨
図
O
臣
＝
ズ
8
切
O
宵
壁
器
m
月
醤
霞
丙
O
旨
図
O
臣
0
3
三
）
O
国
窃
O
h
8
困
国
賓
口
℃
脂
』
窪
属
国

h
雪
鋤
…
巷
器
葭
》
（
浮
8
冒
頃
民
o
養
8
ぎ
り
o
昌
鎚
m
も
●
目
p
竃
。
謡
g
●
）

　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
二
三
）
　
「
中
央
公
論
」
　
一
九
六
六
年
四
月
号
二
九
二
頁
。

（
二
四
）
　
「
経
済
評
論
」
　
一
九
六
六
年
一
一
月
号
一
〇
頁
。

　
　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

（
一
ヒ
）

（
一
八
）

（
一
九
）

（
一
一
〇
）

（
一
二
、

　
　
　
　
の

《
∩
8
雪
突
雷
－
。
g
匿
》
」
斜
誕
。
国
9
国
一
。
9
ン
象
・
＝
碧
爵
。
－
弓
貰
醤
器
。
臣
邸
匿
。
姦
Φ
胃
帥
冨
障
匡
夷
℃
O
e
O
コ
一
8
9
。
」
。。
。
。

《
国
ω
ω
Φ
8
堅
》
も
h
①
鋸
9
凶
一
。
象
り
・

浮
℃
○
誉
○
Φ
図
8
轟
。
鵠
o
O
O
O
℃
閃
一
。
9
7
。
』
①
い

↓
§
萸
ρ
p
曽
㎝
．

二
二
）
　
第
二
表
お
よ
び
第
三
表
の
資
料
と
し
て
、
　
一
九
六
二
年
度
の
統
計
年
鑑
を
使
用
し
た
理
由
は
、
　
一
九
六
三
年
度
の
年
鑑
お
よ
び
最
新

九
六
四
年
度
の
年
鑑
に
お
け
る
分
類
方
式
に
変
更
が
く
わ
え
ら
れ
、
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
的
副
業
経
営
」
の
数
字
の
み
を
単
独
に
と
り

一
七
七



　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八

（
二
五
）
　
ω
＝
月
属
民
旨
o
目
の
＞
頃
■
g
民
謹
陣
o
』
○
切
m
℃
『
口
℃
帥
切
o
国
ぴ
ヌ
旨
帥
目
謡
丼
お
0
9
p
G
o
G
o
一
。

（
二
六
）
　
た
と
え
ば
、
O
。
O
ズ
o
』
α
8
0
9
ズ
o
鵠
号
o
℃
o
＝
月
国
識
口
o
弓
Φ
o
℃
Φ
↓
国
■
9
区
潟
霞
口
℃
o
α
旨
Φ
匡
四
竃
α
図
h
図
貫
9
0
口
℃
醤
蜜
Φ
℃
国
o
り
o
楼
8
m
国
m

　
8
き
臭
o
図
o
ω
悪
o
冨
Φ
臣
o
邸
m
笥
g
罫
《
O
畠
零
R
o
①
8
q
h
8
。
鵠
o
謡
月
臣
o
》
」
8
9
茜
ω
旧
員
×
雪
Φ
窪
臣
”
ω
窪
自
2
0
き
ω
o
器
臣
①

　
ぎ
葭
o
ω
誤
舞
葛
o
℃
0
9
《
0
8
g
突
塁
δ
o
↓
澤
堅
》
」
8
ρ
る
曽
客
甲
口
国
雪
0
9
0
巷
田
o
切
o
鼠
目
g
o
製
窪
霞
彊
‘
出
o
『
o
口
o
碧
o
α
1

　
＝
O
り
o
図
8
国
詠
8
ω
m
民
o
』
図
o
ω
＝
謡
民
0
9
《
O
o
閃
o
胃
置
m
国
δ
8
＝
月
国
凶
》
矯
一
〇
〇
9
苔
O
、

（
二
七
）
　
騨
甲
コ
臣
き
伊
属
帥
ω
』
醤
亭
国
も
・
謡
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
性
格

　
　
　
e
ソ
ビ
エ
ト
法
に
お
け
る
個
人
的
所
有
権

　
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
と
は
異
り
、
共
産
主
義
社
会
の
第
一
段
階
と
し
て
の
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
生
産
手
段
は
す
べ
て
社

会
化
さ
れ
、
個
人
と
し
て
の
市
民
が
生
産
手
段
を
私
有
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
産
手
段
の
私
有
は
容

易
に
不
労
所
得
の
源
泉
と
な
り
、
そ
の
こ
と
は
人
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
を
認
め
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
会
主
義
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

会
に
お
け
る
、
個
人
と
し
て
の
市
民
の
所
有
は
も
っ
ば
ら
消
費
資
料
を
客
体
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
所
有
を
個
人
的
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

自
戯
器
国
8
9
醤
Φ
臣
o
。
亭
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
産
手
段
を
対
象
と
す
る
所
有
を
私
的
所
有
墨
。
岳
9
。
凶
8
9
旨
①
臣
8
亭
と

、
（
二
）
。

し
試
ノ

　
と
こ
ろ
で
、
私
的
所
有
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
、
個
人
的
所
有
と
い
う
概
念
が
ソ
ビ
エ
ト
立
法
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
れ
、
確
立
さ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

れ
た
の
は
、
一
九
三
六
年
の
憲
法
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
憲
法
第
七
条
お
よ
び
第
一
〇
条
）
。
そ
れ
以
前
の
ソ
ビ
エ
ト
立
法
に
お
い
て
も
、

私
的
所
有
お
よ
び
個
人
的
所
有
と
い
う
両
様
の
表
現
が
使
用
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
意
義
用
法
に
お
け
る
区
別
は
か
な
り
あ
い
ま
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
前
章
で
引
用
し
た
、
初
期
の
コ
ム
ー
ナ
定
款
、
ア
ル
テ
リ
定
款
に
お
け
る
用
法
が
そ
う
だ
っ
た
し
、
ま
た
、
ネ
ッ

プ
期
に
編
纂
さ
れ
た
・
シ
ァ
共
和
国
民
法
典
に
お
い
て
も
「
私
的
所
有
」
は
広
義
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
客
体
と
し
て
生
産
手
段
ば

か
り
で
な
く
、
「
家
具
、
個
人
的
消
費
物
」
な
ど
、
純
粋
に
消
費
的
な
性
質
の
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
　
（
同
法
典
第
五
二
条
お
よ
び
第
五

四
条
参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
に
「
個
人
的
所
有
権
」
と
い
う
法
律
用
語
が
、
ソ
ビ
エ
ト
に
お
い
て
三
六
年
憲
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
消
費
資
料
に
対
す

る
所
有
権
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
理
由
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
ソ
ビ
エ
ト
国
家
の
経
済
構
成
の
変
化
に
求
め
ら
れ
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
　
一
七
年
一
〇
月
革
命
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
ソ
ビ
エ
ト
経
済
は
多
ウ
ク
ラ
ー
ド
的
で
あ
っ
た

が
、
第
一
次
お
よ
び
第
二
次
五
ヶ
年
計
画
の
過
程
を
通
過
し
て
三
〇
年
代
中
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
社
会
主
義
的
な
単
一
ウ
ク
ラ
ー
ド
が

基
本
的
に
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
新
し
い
所
有
形
態
で
あ
り
、
そ
の
新
し
さ
は
、
社
会
全
体

の
再
生
産
構
造
の
歴
史
的
な
新
し
さ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
社
会
主
義
建
設
期
に
お
い
て
、
〔
す
な
わ
ち
〕
多
ウ
ク
ラ
ー
ド
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

の
条
件
に
お
い
て
は
、
個
人
的
所
有
は
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
。

　
三
六
年
憲
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
所
有
の
体
系
は
、
ご
く
大
掴
み
に
言
っ
て
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
基
本
的
な
所
有
形

態
と
し
て
、
生
産
手
段
に
対
す
る
社
会
主
義
的
所
有
が
あ
り
（
第
四
条
）
、
そ
の
中
に
、
国
家
的
所
有
と
協
同
組
合
的
旺
コ
ル
ホ
ー
ズ
的

所
有
と
が
あ
る
（
第
五
条
）
。
前
者
は
生
産
手
段
の
社
会
化
の
よ
り
高
度
の
水
準
で
あ
り
、
全
人
民
の
所
有
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
工
業

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

に
関
連
し
、
後
者
は
国
内
に
お
け
る
個
々
の
集
団
の
所
有
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
農
業
に
関
連
を
持
つ
。
そ
し
て
、
社
会
主
義
的
所
有
か

ら
派
生
す
る
副
次
的
な
所
有
形
態
と
し
て
、
消
費
資
料
に
対
す
る
個
人
的
所
有
が
あ
り
、
第
七
条
（
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
）
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

び
第
一
〇
条
（
市
民
の
個
人
的
所
有
）
に
わ
け
て
規
定
し
て
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
、
社
会
主
義
的
所
有
体
系
に
お
け
る
個
人
的
所
有
の
、
社
会
主
義
的
所
有
か
ら
の
派
生
的
地
位
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

人
的
所
有
一
般
の
性
格
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
「
各
人
に
は
労
働
に
応
じ
て
」
と
い
5
社
会
主
義
の
分
配
原
則
と
の
関

連
に
お
い
て
、
そ
れ
は
勤
労
者
の
物
質
的
関
心
を
刺
激
し
、
社
会
的
生
産
の
増
大
へ
の
挺
子
と
な
る
と
い
う
点
、
第
二
に
は
、
そ
れ
は
も

っ
ぱ
ら
個
人
的
消
費
の
み
を
目
的
と
し
、
不
労
所
得
を
得
る
目
的
で
利
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
二
点
は
、
つ
き
つ
め
れ
ば
、
個
人
的
所
有
は
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
個
人
の
物
質
的
、
文
化
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

に
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
、
と
い
う
命
題
に
ま
で
還
元
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で
は
個
人
的
所
有
の
性
格
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

る
特
徴
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
、
た
だ
し
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
目
規
範
的
次
元
に
お
い
て
、

い
え
る
。

　
こ
こ
で
、
節
を
改
め
て
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
（
憲
法
第
七
条
第
二
項
）
と
第
一
〇
条
の
個
人
的
所
有
権
と
の
異
同
を

検
討
し
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
コ
ル
ホ
！
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
性
格
的
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
の
基
本
的
視
座
を
確
か
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

に
し
て
お
ぎ
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
所
有
権
の
具
体
的
な
構
造
分
析
へ
移
行
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
前
提
条
件
を
な
す
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
）
　
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
生
産
物
（
こ
と
に
消
費
資
料
）
の
分
配
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
」
に
お
い
て
大
要
次
の
よ
う

　
　
　
に
言
っ
て
い
る
Q
ー
社
会
的
総
生
産
物
は
、
経
済
的
必
要
に
よ
り
、
次
の
三
つ
の
も
の
が
控
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
第
一
に
、
消
費
さ



　
　
れ
た
生
産
手
段
の
補
充
部
分
、
第
二
に
、
生
産
を
拡
張
す
る
た
め
の
追
加
部
分
、
第
三
に
、
災
害
や
自
然
現
象
に
よ
る
破
壊
等
に
そ
な
え
る
予
備

　
　
ま
た
は
保
険
基
金
。
残
り
の
部
分
は
消
費
資
料
と
し
て
の
使
用
に
あ
て
ら
れ
る
が
、
各
個
人
に
分
配
さ
れ
る
ま
え
に
、
ま
た
次
の
三
つ
の
も
の
が

　
　
控
除
さ
れ
る
、
第
一
に
、
生
産
に
属
さ
な
い
一
般
行
政
費
用
、
第
二
に
、
学
校
や
衛
生
設
備
な
ど
の
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
欲
求
を
共
同
で
み
た

　
　
す
た
め
に
あ
て
ら
れ
る
部
分
、
第
三
に
、
労
働
不
能
者
等
の
た
め
の
基
金
。
こ
れ
ら
の
控
除
の
後
に
残
っ
た
部
分
が
個
々
の
生
産
者
の
間
に
分
配

　
　
さ
れ
る
。
そ
し
て
生
産
者
の
権
利
は
彼
の
労
働
給
付
に
比
例
す
る
。
（
マ
ル
ク
ス
H
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
、
大
月
書
店
版
、
第
一
二
巻
二
四
〇
頁
以
下
）

（
二
）
　
こ
れ
ら
二
種
の
所
有
の
相
違
点
に
つ
ぎ
、
前
掲
、
稲
子
「
ソ
ヴ
エ
ト
社
会
主
義
法
に
お
け
る
私
的
所
有
権
と
個
人
的
所
有
権
」
参
照
。

（
三
）
　
O
寧
P
ρ
×
§
号
竈
欝
＝
冨
零
§
臣
息
8
9
田
o
臣
o
。
目
弓
冨
製
h
壁
O
O
O
卸
一
3
9
0
』
ご
8
製
ρ
＝
冨
8
自
醤
息
o
o
♀

　
　
O
↓
切
Φ
閏
出
O
O
↓
F
一
〇
①
恥
鳩
ρ
ゆ
刈
’

　
　
　
な
お
、
い
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
消
費
資
料
に
対
す
る
所
有
と
し
て
の
「
個
人
的
所
有
」
と
い
う
概
念
は
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の

　
　
古
典
に
お
い
て
一
度
な
ら
ず
あ
ら
わ
れ
て
い
る
Q
た
と
え
ば
、
「
資
本
論
」
第
一
部
第
七
篇
第
二
四
章
第
七
節
　
「
…
資
本
制
的
な
私
的
所
有
は
、

　
　
自
分
の
労
働
を
基
礎
と
す
る
個
人
的
な
私
的
所
有
の
第
一
の
否
定
で
あ
る
Q
だ
が
資
本
制
的
生
産
は
、
一
自
然
過
程
の
必
然
性
を
も
っ
て
、
そ
れ

　
　
自
身
の
否
定
を
生
み
だ
す
。
こ
れ
は
否
定
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
否
定
は
、
私
的
所
有
を
再
建
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
も
、
資
本
主
義
時

　
　
代
に
達
成
さ
れ
た
も
の
ー
す
な
わ
ち
協
業
や
、
土
地
・
お
よ
び
労
働
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
・
の
共
有
1
を
基
礎
と

　
　
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
す
る
個
人
的
所
有
を
生
み
だ
す
。
…
」
1
傍
点
引
用
者
ー
（
青
木
書
店
、
長
谷
部
訳
第
一
部
下
冊
一
一
六
〇
頁
）
、
ま
た
右
に
引
用
し
た
マ

　
　
ル
ク
ス
の
こ
と
ば
の
説
明
と
し
て
、
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
第
一
篇
第
ニ
ニ
章
「
…
…
す
な
わ
ち
収
奪
者
の
収
奪
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
モ

　
　
状
態
は
、
個
人
的
所
有
の
復
興
で
あ
る
が
、
し
か
し
土
地
と
労
働
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
と
の
社
会
的
所
有
を
基
礎
と
す
る

　
　
復
興
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
れ
で
も
ド
イ
ツ
語
の
わ
か
る
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
Q
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
む
　
ち
　
ヤ
　
ヤ

　
　
は
社
会
的
所
有
と
い
う
の
は
土
地
と
そ
の
他
の
生
産
手
段
と
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
所
有
と
い
う
の
は
生
産
物
す
な
わ
ち
消
費
対
象

　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一



（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
ヒ
）

（
八
）

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
二

に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
」
ー
傍
点
引
用
者
ー
（
大
月
書
店
、
新
訳
研
究
版
一
五
三
頁
）
c

　
三
〇
年
お
よ
び
三
五
年
の
ア
ル
テ
リ
定
款
に
は
、
個
人
的
所
有
の
童
味
で
「
個
人
的
利
用
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
イ
・
エ

リ
・
ブ
ラ
ウ
デ
は
こ
の
不
正
確
な
用
法
が
三
六
年
憲
法
第
七
条
に
お
い
て
訂
正
さ
れ
た
、
と
み
て
い
る
。
（
国
・
脂
切
冨
賓
h
ρ
口
冨
零
』
謡
頃
頴
o
詐

8
9
田
o
臣
○
。
醤
ω
Φ
8
冨
ω
切
国
罠
F
切
釜
。
”
切
o
召
o
。
匡
8
器
↓
突
0
8
8
月
臣
自
9
蚤
o
突
0
3
召
薗
器
堕
一
綜
o
。
｝
p
一
8
る
象
雲
」
・
）

　
レ
ー
ニ
ン
全
集
邦
訳
、
大
月
書
店
版
、
第
二
七
巻
三
三
八
頁
参
照
。
（
「
『
左
翼
的
』
な
児
戯
と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
性
と
に
つ
い
て
」
）

　
℃
・
O
・
図
雪
魯
臣
騨
コ
冨
8
自
詣
o
陣
8
9
お
o
臣
o
o
醤
も
」
o。
・

　
社
会
主
義
的
所
有
に
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
形
態
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
社
会
主
義
的
生
産
セ
ク
タ
ー
に
国
家
セ
ク
タ
ー
と
協
同
組
合
セ
ク
タ
ー

が
存
在
す
る
こ
と
と
対
応
し
て
お
り
、
ま
た
社
会
的
生
産
に
二
つ
の
形
態
が
形
成
さ
れ
る
必
然
性
は
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
工
業
と
農
業
の
発

展
水
準
の
差
異
に
根
拠
を
も
つ
。
（
前
掲
、
藤
田
「
社
会
主
義
的
所
有
と
契
約
」
　
二
二
四
頁
参
照
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ヤ

　
こ
れ
ら
の
個
人
的
所
有
権
の
ほ
か
に
、
三
六
年
憲
法
は
、
個
人
経
営
農
民
（
個
人
農
）
お
よ
び
家
内
工
業
者
の
特
殊
な
私
的
所
有
を
も
規
定
す

る
（
第
九
条
）
。
そ
の
特
殊
性
は
、
主
と
し
て
、
「
個
人
的
労
働
に
も
と
づ
き
、
池
人
の
労
働
の
搾
取
を
排
除
す
る
」
点
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ

う
な
特
殊
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
次
の
三
点
か
ら
み
て
個
人
的
所
有
と
ひ
と
し
な
み
に
見
な
す
こ
と
は
不
可
能
添
、
あ
る
。
第
一
に
、
個
人

的
所
有
は
社
会
的
生
産
物
の
組
織
的
分
配
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
所
有
は
生
産
物
が
生
産
者
自
身
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
社
会
的

に
分
配
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
第
二
に
、
前
者
は
消
費
的
性
格
を
も
つ
の
に
反
し
て
、
後
者
は
生
産
的
使
命
を
も
つ
、
第
三
に
、
前
者
は
発
展
し

つ
つ
あ
る
も
9
バ
、
あ
る
が
、
後
者
は
亡
び
行
く
も
の
で
あ
る
（
O
琴
P
ρ
図
塁
曾
霞
辞
堵
器
騨
杢
‘
ρ
話
鵠
9
・
）
。

　
な
お
、
個
人
的
所
有
に
関
す
る
憲
法
上
の
規
定
は
、
六
〇
年
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
民
事
立
法
（
「
ソ
連
邦
お
よ
び
連
邦
構
成
共
和
国
の
民
事

立
法
の
基
礎
」
一
九
六
一
年
、
お
よ
び
構
成
共
和
国
の
「
民
法
典
」
ー
ロ
シ
ア
共
和
国
の
揚
合
は
一
九
六
四
年
）
に
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
反

映
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
共
和
国
の
民
法
典
に
お
い
て
は
、
第
一
一
章
（
第
一
〇
五
条
ー
第
一
一
五
条
）
は
個
人
的
所
有
権



　
　
　
一
般
の
章
で
あ
り
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
は
第
二
一
六
条
以
下
に
規
定
さ
れ
た
。
三
六
年
憲
法
か
ら
新
民
法
典
に
い
た

　
　
　
る
時
期
に
は
、
憲
法
の
個
人
的
所
有
権
の
規
定
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
ネ
ツ
プ
時
代
の
民
法
典
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
O
墨
図
器
9

　
　
　
民
甲
P
図
Qo
●
）
o

　
（
九
）
　
↓
帥
蜜
巣
ρ
p
S

　
（
一
〇
）
　
本
章
で
は
、
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
一
般
的
性
格
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
的
な
内
部
構
造
の
具
体
的
な
分
析
は

　
　
　
次
章
に
予
定
さ
れ
て
い
る
Q
性
格
と
い
い
、
構
造
と
い
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
は
っ
ぎ
り
と
一
線
を
劃
し
て
論
じ
う
る
か
ど
う
か
は
間
題
の
あ
る

　
　
　
と
こ
ろ
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
ま
た
、
前
者
は
後
者
の
分
析
を
ま
っ
て
よ
り
充
分
に
明
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
ち

　
　
　
が
、
次
節
で
は
、
主
と
し
て
憲
法
規
定
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
性
格
を
考
察
す
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
⇔
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
性
格

　
憲
法
規
定
か
ら
み
た
二
つ
の
個
人
的
所
有
権
の
異
同
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
性
格
を
あ
き
ら
か
に
す

る
の
が
本
節
の
目
標
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
憲
法
規
定
か
ら
み
る
と
い
っ
て
も
、
事
柄
は
案
外
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
単
な
る

条
文
の
字
旬
の
上
で
の
比
較
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
誤
解
へ
導
く
お
そ
れ
さ
え
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

憲
法
の
条
文
そ
の
も
の
が
社
会
の
一
定
の
歴
史
的
発
展
段
階
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
所
産
（
反
映
）
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
常
に
そ
の
発
展

段
階
に
不
可
避
的
に
随
伴
す
る
あ
る
種
の
來
雑
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
個
人
的

所
有
権
に
関
す
る
規
定
の
比
較
に
際
し
て
、
正
し
い
結
論
を
保
証
す
る
も
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
の
権
利
の
社
会
的
“
歴
史
的
本
質
の

認
識
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
憲
法
の
規
定
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四

　
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
三
六
年
憲
法
は
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
二
ヶ
所
に
規
定
を
置
い
て
い
る
。
一
つ
は
第
七
条
第
二
項
で
あ

り
、
他
は
第
一
〇
条
で
あ
る
。
前
者
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
を
規
定
し
、
そ
の
条
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
コ

ル
ホ
ー
ズ
の
各
農
戸
は
、
農
業
ア
ル
テ
リ
定
款
に
し
た
が
っ
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
経
営
か
ら
の
基
本
的
収
入
の
ほ
か
、
小
区
劃
の
宅

地
付
属
地
を
個
人
的
に
利
用
し
、
か
つ
宅
地
付
属
地
に
お
け
る
副
業
経
営
、
住
宅
、
畜
産
用
家
畜
、
家
禽
お
よ
び
小
農
具
を
、
そ
の
個
人

　
　
　
　
　
（
一
）

的
所
有
と
す
る
。
」
後
者
は
、
市
民
の
個
人
的
所
有
権
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
市
民
の
勤
労
所
得
と
貯
蓄
、
住
宅
と

家
庭
副
業
、
家
財
と
世
帯
道
具
お
よ
び
個
人
の
消
費
と
便
益
に
あ
て
る
物
に
対
す
る
市
民
の
個
人
的
所
有
権
…
…
は
法
律
に
よ
っ
て
保
護

　
　
（
二
）

さ
れ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
ソ
ビ
エ
ト
で
、
ゲ
・
エ
ヌ
・
ポ
リ
ャ
ン
ス
カ
ヤ
が
こ
の
問
題
（
二
つ
の
個
人
的
所
有
権
の
異
同
の
間
題
）
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
ま

ず
そ
の
議
論
の
大
筋
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
「
ソ
連
邦
憲
法
第
七
条
と
第
一
〇
条
は
二
つ
の
異
っ
た
個
人
所
有
制
度
ー
市
民
の
個
人
的
所
有
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

ー
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
非
常
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
」
と
い
う
の
が
ポ
リ
ャ
ン
ス
カ
ヤ
の
見
解
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
・
エ
ム
・
ゲ
ン
キ
ソ
は
、
第
七
条
と
第
一
〇
条
と
は
そ
れ
ぞ
れ
性
質
の
異
っ
た
個
人
的
所
有
で
あ
る
と
し
（
二
形

態
理
論
）
、
「
こ
の
両
者
の
相
違
点
は
〔
権
利
の
〕
主
体
と
客
体
の
特
質
の
中
に
あ
る
と
考
え
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
を
〔
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
（
五
）

一
〇
条
の
〕
市
民
の
個
人
的
所
有
の
枠
外
に
押
し
出
し
て
い
る
」
　
（
傍
点
筆
者
）
が
、
こ
れ
は
誤
っ
た
と
ら
え
方
で
あ
る
と
ポ
リ
ャ
ン
ス

カ
ヤ
は
主
張
す
る
。
従
っ
て
、
論
証
の
主
要
な
努
力
は
、
第
七
条
と
第
一
〇
条
と
の
間
に
は
主
体
に
お
い
て
も
客
体
に
お
い
て
も
異
質
性

が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
、
副
次
的
な
論
拠
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
文
の
規
定
の
仕



方
の
形
式
的
な
面
に
着
目
し
て
、
第
一
〇
条
に
は
、
個
人
的
所
有
権
は
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
の
に
反

し
、
第
七
条
に
は
そ
れ
が
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
も
二
つ
の
個
人
的
所
有
権
の
性
質
が
相
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

よ
る
保
護
は
第
七
条
に
及
ぼ
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
。

　
ま
た
、
主
要
な
論
拠
の
う
ち
、
主
体
に
つ
い
て
は
、
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
法
人
で
あ
る
」
と
い
う
ゲ
ソ
キ
ン
の
説
に
反
対
し
、
そ
れ

は
法
人
と
認
め
る
に
足
る
組
織
的
統
一
性
お
よ
び
財
産
の
独
立
性
を
そ
な
え
て
い
な
い
と
し
、
そ
れ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
構
成
員
の
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

体
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
主
体
の
性
格
は
第
一
〇
条
に
お
け
る
と
本
質
的
に
ひ
と
し
い
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

客
体
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
場
合
に
は
小
規
模
な
生
産
手
段
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
が
、
第
一
〇
条
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
一
般
的
な
考
え
方
を
駁
し
て
、
第
一
〇
条
の
個
人
的
所
有
権
の
客
体
の
中
に
家
庭
副
業
経
営
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
こ
ろ
で
、
「
家
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

副
業
の
実
施
は
一
定
の
小
規
模
な
生
産
用
具
と
生
産
手
段
な
し
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
言
い
、
権
利
の
客
体
の
面
に
お
い
て
も
、
第

七
条
と
第
一
〇
条
と
の
区
別
を
認
め
な
い
。

　
ポ
リ
ャ
ン
ス
カ
ヤ
の
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
は
、
主
体
に
お
い
て
も
客
体
に
お
い
て
も

市
民
の
個
人
的
所
有
の
一
種
で
あ
る
。
…
…
従
っ
て
、
憲
法
第
一
〇
条
で
保
障
さ
れ
て
い
る
市
民
の
個
人
的
権
利
の
法
律
に
よ
る
保
護
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
に
対
し
て
も
完
全
に
及
ぼ
さ
れ
る
。
」

　
そ
の
論
点
に
お
け
る
個
々
の
細
部
に
ふ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
次
章
の
課
題
の
一
部
で
あ
る
が
、
概
し
て
、
ポ
リ
ャ
ソ
ス
カ
ヤ
の
議
論
は

法
律
論
理
と
し
て
一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
説
得
的
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
性
急
な
断
定
は
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
こ

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六

に
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
と
い
う
も
の
の
根
本
認
識
に
お
い
て
何
か
し
ら
欠
け
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ

は
、
第
一
に
、
社
会
主
義
の
現
段
階
に
お
け
る
農
業
の
、
工
業
と
比
較
し
て
の
後
進
性
、
低
生
産
性
の
認
識
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
、

農
民
の
小
商
品
生
産
者
と
し
て
の
お
く
れ
た
意
識
、
す
な
わ
ち
、
　
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
い
う
「
未
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
と
し
て
の
小
農
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

「
血
肉
に
し
み
こ
ん
だ
所
有
欲
」
の
残
り
か
す
に
つ
い
て
の
考
慮
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ

と
い
う
社
会
主
義
的
集
団
農
業
形
態
の
歴
史
的
本
質
の
認
識
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
根
本
認
識
を
も
っ
て
の
ぞ
ん
だ
場
合
、
確
か
に
、
社
会
主
義
的
所
有
か
ら
の
派
生
的
・
副
次
的
性
格
と
い
う
共
通
点
が
第

七
条
と
第
一
〇
条
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
両
者
の
間
に
共
通
点
の
み
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
が
、
第
七
条
の
個
人
的
所
有
権
に
も
と
づ
い
て
割
当
ら
れ
た
宅
地
付
属
地
の
上
で
個
人
的
副
業
経
営
を
い
と
な
む
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

は
、
第
一
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
に
対
す
る
、
農
業
生
産
力
と
農
民
意
識
と
に
見
合
っ
た
（
無
理
押
し
を
さ
け
た
）
集
団
化
政
策
（
ア
ル
テ

リ
形
態
を
中
心
と
し
て
集
団
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
）
の
結
果
で
あ
る
し
、
第
二
に
は
、
現
在
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
公
共
経
営
の
発
展
段
階

に
お
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
の
み
で
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
お
よ
び
そ
の
家
族
の
物
質
的
・
文
化
的
欲
求
を
必
ず
し
も
完
全
に
満
し
え
な

い
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
七
条
の
個
人
的
所
有
は
、
ア
ル
テ
リ
定
款
に
よ
っ
て
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
一
）

ら
れ
た
枠
内
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
定
の
生
産
的
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
そ
し
て
こ
れ

が
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
の
発
生
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
〇
条
の
い
わ
ゆ
る
市
民
の
個
人
的
所
有
は
、
も
っ
ぱ
ら

消
費
的
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
に
二
つ
の
個
人
的
所
有
権
の
性
格
に
お
け
る
最
大
の
相
違
点
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
一
）
　
宮
沢
俊
義
編
「
世
界
憲
法
集
」
（
岩
波
文
庫
第
八
刷
）
二
三
四
頁
。
但
し
、
箇
々
の
訳
語
に
つ
い
て
は
筆
者
自
身
の
見
解
に
従
っ
た
箇
所
が
あ
る
。



（
二
）
　
同
右
。

（
三
）
づ
即
口
自
臣
艮
馨
団
月
Φ
忌
ω
o
昌
9。
器
自
臣
o
陣
8
9
田
の
臣
。
。
冒
医
o
葭
o
ω
＝
。
り
。
葛
8
斜
く
く
冒
Φ
臣
。
器
目
。
匿
国
＝
δ
＝
》
Ψ

　
　
ω
げ
目
●
O
”
お
㎝
O
’

（
四
）
　
↓
m
竃
製
ρ
p
＆
。

（
五
）
　
、
憲
竃
美
ρ
Ω
翫
●
な
お
、
ポ
リ
ャ
ン
ス
カ
ヤ
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ン
キ
ン
》
三
・
「
窪
民
嵩
属
の
考
え
方
は
次
に
示
す
三
つ
の
著
書
論
文
か
ら
う

　
　
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
の
う
ち
第
二
の
も
の
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
ぎ
た
が
、
催
の
二
つ
に
つ
い
て
は
現
在
迄
の

　
　
と
こ
ろ
参
照
す
る
機
会
を
得
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　
　
一
■
コ
℃
鎚
o
養
霞
o
邸
8
9
田
Φ
臣
o
。
罠
切
8
廼
鈴
自
8
蚤
突
皇
o
α
月
Φ
。
鵠
ρ
《
↓
還
翌
同
器
≦
＝
o
陣
8
9
§
ゆ
国
δ
エ
一
ふ
麟
δ
自

　
　
　
一
〇
“
①
り
．
》
”
一
〇
“
Q◎，

　
　
鱒
．
《
O
o
器
↓
突
o
Φ
弓
鋤
巣
h
臣
突
o
Φ
目
℃
雷
o
》
”
↓
・
H
」
O
㎝
O
・

　
　
o
o
。
口
冒
切
o
自
霞
o
詠
8
9
鵠
Φ
臣
o
o
旨
o
o
O
O
O
コ
一
〇
器
・

（
六
）
　
「
同
O
旨
国
出
O
民
薗
国
”
望
民
90
騨
O
↓
m
↓
ぴ
笛
導
P
癖
①
・

（
七
）
　
↓
9
0
蜜
英
9
p
竃
●

（
八
）
　
↓
9
0
竃
製
ρ
○
お
’

（
九
）
　
↓
m
竃
萸
ρ
p
零
。

（
一
〇
）
　
マ
ル
ク
ス
H
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
（
大
月
書
店
版
）
第
一
七
巻
四
三
三
頁
。
（
「
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ッ
の
農
民
問
題
」
）

（
一
一
）
　
第
一
六
回
党
大
会
の
決
定
（
第
一
章
一
六
八
頁
）
参
照
。

（
一
二
）
　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
前
節
注
（
八
）
で
ふ
れ
た
憲
法
第
九
条
の
「
特
殊
な
私
的
所
有
権
」
と
の
差
異
が
不
明
瞭
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
る

　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七



コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

が
、
第
七
条
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
派
生
的
・
副
次
的
で
あ
る
と
い
う
特
色
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
あ
ぎ
．
ら
か
に
第
九
条
と
は

異
り
、
第
一
〇
条
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
反
面
、
社
会
主
義
建
設
が
す
す
む
に
つ
れ
て
い
つ
か
は
消
滅
す
ぺ
き
運
命
に
あ
る
と
い
う
点
で
第
一

〇
条
と
は
異
り
、
第
九
条
に
む
し
ろ
近
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
Q

皿
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
構
造

　
わ
れ
わ
れ
の
次
の
課
題
は
、
こ
の
特
殊
性
に
富
ん
だ
個
人
的
所
有
権
の
存
在
構
造
を
で
ぎ
る
だ
け
具
体
的
に
、
法
的
規
制
の
中
に
探
る

こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
制
度
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
一
般
で
は
な
く
、
個
々
の
実
在
的
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
発
生
・
変
動
・
消
滅
の

過
程
を
軸
と
し
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
具
体
的
構
造
分
析
を
試
み
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
叙
述
に
入
る
ま
え
に
、
こ

ヤ

の
所
有
権
は
い
か
な
る
社
会
的
・
経
済
的
基
盤
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
を
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
の
論
述
を
も
と
に
し
て
簡
単
に
要
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ヴ
オ
　
ル

し
、
つ
い
で
主
体
を
な
ぜ
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
」
と
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
所
有
権
を
必
然
な
ら
し
め
る
社
会
的
・
経
済
的
基
盤
と
し
て
特
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
以
下
の
三
つ
の
要
素
で
あ

る
。
第
一
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
所
有
権
の
基
礎
は
農
業
で
あ
っ
て
工
業
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
、
第
一
の
要
素
そ
の

も
の
か
ら
出
て
く
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
農
民
が
な
か
な
か
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
難
い
と
こ
ろ
の
小
生
産
者
意
識
の
社
会
主
義
社
会
に
お

け
る
残
津
の
存
在
で
あ
り
、
第
三
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
生
産
力
の
未
発
達
に
よ
っ
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
生
産
か
ら
の
配
分
に
よ
る
コ
ル

ホ
ー
ズ
農
民
の
収
入
が
彼
ら
の
物
質
的
・
精
神
的
欲
求
を
み
た
す
の
に
必
ず
L
も
充
分
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
お
よ
び
第
三
の
要
素
か
ら
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
個
人
的
副
業
経
営
の
存
在
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
が
、
特
に
注
意
す
べ
ぎ
で
あ
る



の
は
、
こ
の
個
人
的
副
業
経
営
の
主
体
が
、
第
一
の
要
素
、
す
な
わ
ち
農
業
生
産
の
特
質
に
規
定
さ
れ
て
、
農
民
個
人
で
は
な
く
コ
ル
ホ

ー
ズ
農
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
つ
ま
リ
コ
ル
ホ
ー
ズ
（
ア
ル
テ
リ
）
の
農
家
は
、
　
一
般
に
単
な
る
家
族
的
・
血
縁
的
共
同
体
で

は
な
く
、
同
時
に
一
種
の
生
産
共
同
体
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
副
業
経
営
の
主
体
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
家
は
「
コ
ル
ホ
ー
ズ

ド
ヴ
オ
　
ル

農
戸
」
と
し
て
法
的
に
構
成
さ
れ
、
法
律
上
特
別
の
取
扱
い
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
O
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
発
生
と
副
業
経
営
の
基
礎

　
ー
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
発
生
と
そ
の
内
部
構
成
お
よ
び
法
的
性
格

　
一
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
発
生
原
因
と
し
て
は
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
ヘ
の
加
入
（
基
本
的
に
は
個
人
加
入
）
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
分
割
（
後

出
日
2
）
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
の
み
説
明
す
る
。

　
二
　
加
入
の
資
格
・
条
件
と
し
て
は
、
第
一
に
年
令
的
条
件
が
あ
る
。
「
男
女
を
問
わ
ず
、
満
一
六
才
に
達
し
た
す
べ
て
の
勤
労
者
は

ア
ル
テ
リ
員
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
「
模
定
」
第
七
条
第
二
項
－
以
下
「
模
定
」
は
一
九
三
五
年
農
業
ア
ル
テ
リ
模
範
定
款
を
意
味
す
る
）

第
二
は
社
会
的
条
件
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
富
農
と
選
挙
権
を
奪
わ
れ
た
者
は
ア
ル
テ
リ
ヘ
の
加
入
を
拒
否
さ
れ
る
（
「
模
定
」
第
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

第
三
項
お
よ
び
但
書
）
。
現
在
の
ソ
連
邦
に
お
い
て
富
農
は
も
は
や
存
在
し
な
い
し
、
刑
罰
と
し
て
の
選
挙
権
剥
奪
も
廃
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
限
り
で
は
、
こ
の
規
定
は
意
義
を
失
っ
た
の
で
あ
る
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
社
会
主
義
的
性
格
か
ら
み
て
、
働
く
こ
と
を
好
ま
ず
、
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

生
的
生
活
を
送
る
者
に
対
し
て
は
、
右
の
趣
旨
に
し
た
が
っ
て
加
入
申
込
が
拒
否
さ
れ
る
。

　
加
入
申
込
、
採
否
の
決
定
お
よ
び
そ
の
後
の
諸
手
続
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
ヘ
加
入
を
希
望
す
る
者
は
、
口
頭
叉
は
書
面
で
ア
ル
テ
リ
管
理
部
に
対
し
採
用
願
い
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個

人
農
そ
の
他
の
一
家
族
全
体
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
加
入
す
る
場
合
は
、
家
長
（
土
地
法
典
第
六
八
条
）
が
満
一
六
才
以
上
の
ア
ル
テ
リ
加
入
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

希
望
す
る
家
族
員
全
体
を
代
表
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
副
署
し
た
加
入
申
込
書
を
ア
ル
テ
リ
管
理
部
に
提
出
す
る
。
も
し
も
家
族
内
で
コ
ル

ホ
ー
ズ
加
入
に
つ
い
て
意
見
が
わ
か
れ
る
場
合
に
は
、
加
入
賛
成
の
も
の
と
反
対
の
も
の
と
の
間
で
農
戸
の
分
割
が
行
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
加
入
の
可
否
は
、
ア
ル
テ
リ
員
総
数
の
過
半
数
が
出
席
す
る
総
会
に
お
い
て
（
「
模
定
」
第
七
条
第
一
項
、
第
二
〇
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三

項
）
、
公
開
投
票
に
よ
る
単
純
多
数
決
で
決
定
さ
れ
る
（
「
模
定
」
第
二
〇
条
第
四
項
）
。
総
会
に
よ
っ
て
加
入
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
地
区
執

行
委
員
会
に
苦
情
申
立
て
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
拒
否
が
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
、
地
区
執
行
委
員
会
は
総
会
に
対
し
て
再
度
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

題
を
審
議
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
総
会
の
二
度
目
の
決
定
は
最
終
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
三
　
以
上
の
条
件
と
手
続
を
み
た
し
た
場
合
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
加
入
申
請
者
は
加
入
が
許
さ
れ
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
を

獲
得
し
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
発
生
の
た
め
の
「
核
」
が
出
来
上
っ
た
と
い
え
る
。
（
こ
こ
で
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
農
戸
は
そ
れ
自
体
と
し
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
チ
ュ
レ
ソ
ス
ト
ヴ
ォ
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
し
た
が

っ
て
、
次
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
構
成
員
の
範
囲
の
問
題
で
も
あ
る
。

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
、
家
族
を
持
た
な
い
一
人
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
み
に
よ
っ
て
も
成
立
し
う
る
（
土
地
法
典
第
六
五
条
参
照
）
が
、
一

般
的
に
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
（
そ
れ
は
勿
論
複
数
の
場
合
も
あ
る
）
と
い
う
「
核
」
を
中
心
と
す
る
複
数
の
構
成
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
コ

ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
構
成
員
で
あ
る
た
め
の
資
格
・
条
件
と
し
て
は
次
の
二
点
が
数
え
ら
れ
る
。
第
一
点
は
、
「
核
」
と
な
る
コ
ル
ホ
ー
ズ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

員
と
の
間
に
家
族
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
核
が
複
数
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
同
志
が
家
族
関
係
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
）
第
二
点
は
、
労
働
能
力
の
な
い
年
少
者
、
老
人
等
は
除
外
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
コ
ル
ホ

ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
経
営
に
構
成
員
自
身
の
個
人
的
労
働
に
よ
っ
て
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
の
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
は
持
た
ず
、
国
家
の
施
設
・
企
業
で
働
く
労
働
者
・
勤
務
員
で
あ
っ
て
も
、
家
族
の
一
員
で
あ
り

（
第
一
の
条
件
）
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
副
業
経
営
に
参
加
し
て
い
る
（
第
二
の
条
件
）
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
所
属
す
る
コ
ル
ホ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

農
戸
の
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
不
在
の
家
族
構
成
員
の
取
扱
い
で
あ
る
が
、
労
働
能
力
あ
る
三
年
連
続
の

不
在
者
で
自
己
の
労
働
叉
は
資
金
に
よ
っ
て
農
戸
の
経
営
に
参
加
し
な
か
っ
た
者
は
、
構
成
員
と
み
な
さ
れ
ず
、
持
分
権
を
失
う
が
、
兵

役
、
教
育
又
は
病
気
の
事
由
に
よ
る
不
在
者
は
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
を
保
持
す
る
（
「
・
民
」
第
一
三
二
条
－
以
下
「
・
民
」
は
一
九
六
四
年

・
シ
ア
共
和
国
民
法
典
を
意
味
す
る
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
構
成
員
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
、
新
た
に
発
生
し
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
加
入
金
を
納
入
し

（
「
模
定
」
第
九
条
）
、
基
本
的
生
産
手
段
を
社
会
化
し
て
（
「
模
定
」
第
四
条
）
（
な
お
次
節
参
照
）
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
管
理
部
に
備
え
つ
け
の
「
コ
ル
ホ

ー
ズ
員
お
よ
び
そ
の
家
族
の
登
録
簿
」
に
記
入
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
、
村
ソ
ビ
エ
ト
に
よ
っ
て
、
「
村
ソ
ビ
エ
ト
経
営
別
台
帳
」
に
も
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

録
さ
れ
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
変
動
は
遅
滞
な
く
こ
れ
ら
の
帳
簿
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
登

録
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
・
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
お
よ
び
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
に
形
式
を
与
え
法
律
効
果
を
発
生
せ
し
め
る

と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
。

　
四
　
以
上
の
よ
う
な
手
続
を
経
て
成
立
す
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に
紹
介
し
た
よ
う
に
パ
ヴ
・
フ
に
よ
っ
て
次
の
よ

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二

う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
再
録
す
れ
ば
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
と
は
、
「
そ
の
労
働
能
力
あ
る
構
成
員
の
全
員
叉
は
大
部
分
が
コ
ル
ホ
ー
ズ

生
産
に
参
加
し
、
基
本
的
収
入
を
コ
ル
ホ
ー
ズ
か
ら
受
取
り
、
そ
の
ほ
か
に
小
規
模
な
個
人
的
経
営
を
宅
地
付
属
地
に
お
い
て
実
施
す
る

と
こ
ろ
の
家
族
的
・
勤
労
的
結
合
体
」
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
必
ず
し
も
、
ス
コ
ラ
的
形
式
的
関
心
か
ら
の
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
関
し
て
い
え

ば
、
そ
れ
は
一
定
の
実
務
的
意
義
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
と
認
定
し
う
る
場
合
と
、
そ
う
で
は
な
く
単
な
る
コ
ル
ホ
ー

ズ
農
家
（
ま
た
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
家
族
）
と
し
か
認
定
し
え
な
い
場
合
と
で
は
異
っ
た
法
的
規
制
を
う
け
る
（
た
と
え
ば
、
個
人
的
副
業
経
営
を
持

た
な
い
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
」
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
右
の
諸
要
件
に
照
し
て
厳
密
な
意
味
で
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
で
は
な
い
の
で
、
ロ
シ
ア
共
和
国
民

法
典
第
一
二
六
条
以
下
お
よ
び
各
構
成
共
和
国
民
法
典
の
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
条
文
の
適
用
を
う
け
ず
、
　
一
般
の
民
法
、
家
族
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
現
行
ソ
ビ
エ
ト
立
法
に
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
判
定
基
準
と
し
て
役

立
つ
の
で
あ
る
。

　
五
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
は
、
こ
の
特
殊
な
自
然
人
の
集
合
体
を
対
外
的
に
代
表
し
、
ま
た
対
内
的
に
経
営
の
組
織
に
当
る
職
務
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

つ
独
特
の
「
機
関
」
と
し
て
の
戸
長
ヨ
田
m
葛
o
冨
（
土
地
法
典
第
六
八
条
で
は
家
長
溶
ぎ
蓉
雷
臣
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

　
戸
長
に
な
り
得
る
者
と
し
て
は
、
男
女
を
問
わ
ず
（
土
地
法
典
第
六
八
条
参
照
）
、
ま
た
世
代
を
も
問
わ
な
い
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
を

代
表
し
て
法
律
行
為
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
行
為
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
民
法
上
の
行
為
能
力
は
満
一
八
才
に

達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
（
「
・
民
」
第
一
一
条
）
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
法
上
は
満
一
六
才
（
「
模
定
」
第
七
条
）
で
あ
る
の
で
ど
ち
ら

に
従
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
後
者
は
部
分
的
行
為
能
力
す
な
わ
ち
労
働
能
力
の
み
に
つ
い
て
特
に
満
一
六
才
か
ら
認
め
ら
れ
た



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

も
の
と
解
す
る
の
で
、
一
般
的
民
事
取
引
の
当
事
者
と
な
る
戸
長
に
つ
い
て
は
前
者
に
従
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
戸
長
の
な
し
た
法
律
行
為
か
ら
生
ず
る
債
務
は
、
そ
れ
が
戸
長
自
身
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
い
限

り
農
戸
の
債
務
で
あ
り
、
農
戸
財
産
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
「
・
民
」
第
一
二
八
条
）
。

　
戸
長
が
農
戸
の
経
営
に
熱
心
で
な
い
時
は
、
農
戸
員
は
村
ソ
ビ
エ
ト
の
許
可
に
よ
っ
て
、
戸
長
を
同
蕾
辰
戸
内
の
他
の
者
に
改
め
る
権

利
を
持
つ
（
土
地
法
典
第
六
九
条
参
照
）
。

　
戸
長
は
村
ソ
ビ
エ
ト
に
登
録
さ
れ
る
。

　
六
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
属
性
を
そ
な
え
た
権
利
主
体
の
法
的
性
格
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
学
説
と
し
て
は
、
前
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
法
人
説
（
ゲ
ン
キ
ソ
）
と
成
員
の
総
体
説
（
ポ
リ
ャ
ン
ス
カ
ヤ
）
と
が
正
面
か
ら
対
立
し
て

お
り
、
第
三
の
立
場
と
し
て
、
そ
れ
は
権
利
主
体
の
二
分
法
（
自
然
人
と
法
人
）
に
は
納
り
切
ら
な
い
特
別
の
主
体
で
あ
る
と
す
る
説
（
リ

ペ
ツ
ケ
ル
、
デ
ム
ボ
、
パ
ヴ
・
フ
）
が
あ
る
。
ま
た
成
員
の
総
体
説
と
第
三
説
と
の
折
衷
説
（
ト
ル
ス
ト
イ
、
ル
ス
コ
ル
）
も
あ
る
。
　
こ
の
説

は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
を
法
人
と
み
る
こ
と
を
拒
否
し
つ
つ
も
、
法
分
野
を
わ
け
て
、
民
法
上
で
は
自
然
人
の
総
体
で
あ
る
が
、
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

法
・
コ
ル
ホ
ー
ズ
法
に
お
い
て
は
独
立
の
権
利
主
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
す
る
。

　
家
族
的
・
勤
労
的
結
合
体
で
あ
る
農
戸
を
、
設
立
行
為
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
機
関
を
有
す
る
法
人
と
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

そ
の
反
面
、
農
戸
は
単
な
る
家
族
的
結
合
体
で
は
な
く
、
個
人
的
副
業
経
営
の
主
体
で
あ
り
、
付
属
地
配
分
の
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
ま

た
農
戸
構
成
員
の
最
後
の
一
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
の
み
農
戸
財
産
の
相
続
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
コ
ル
ホ
ー

ズ
農
戸
に
独
立
の
権
利
主
体
性
を
認
め
な
い
こ
と
も
正
し
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
農
戸
は
戸
長
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
民
事
上

　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四

の
契
約
を
締
結
し
、
一
定
の
債
務
を
負
い
、
自
己
の
財
産
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
債
務
を
弁
済
す
る
の
で
あ
る
か
ら
折
衷
説
に
も
賛
成
し
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

な
い
。
農
戸
は
や
は
り
自
然
人
で
も
法
人
で
も
な
い
特
別
の
権
利
主
体
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
七
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
内
部
的
財
産
関
係
は
合
有
（
「
・
民
」
第
二
六
条
、
第
二
一
六
条
）
で
あ
り
、
構
成
員
の
農
戸
財
産
に
お
け
る
持

分
は
、
分
与
・
分
割
（
後
出
6
2
）
お
よ
び
個
人
的
債
務
の
取
立
て
請
求
の
際
に
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
る
（
「
・
民
」
第
二
一
九
条
第
一
項
）
。

持
分
の
規
模
は
、
未
成
年
者
お
よ
び
労
働
無
能
力
者
を
も
ふ
く
め
た
全
成
員
平
等
の
原
則
か
ら
出
発
し
て
定
め
ら
れ
る
（
同
第
二
項
）
が
、

労
働
能
力
者
の
持
分
は
、
農
戸
に
加
入
し
て
か
ら
日
が
浅
い
こ
と
や
、
労
力
又
は
資
金
に
よ
る
農
戸
経
営
へ
の
参
加
が
不
充
分
で
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
て
減
少
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

　
　
　
ド
ヴ
オ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

　
八
　
農
戸
は
、
近
代
的
な
意
味
で
の
個
別
家
族
に
先
行
し
た
大
家
族
共
同
体
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
そ

の
問
題
自
体
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
場
所
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
農
戸
が
現
在
で
も
大
家
族
構
成
を
と
る
か
否
か
は
新
定
款
編
成

に
当
っ
て
の
問
題
点
（
宅
地
付
属
地
配
分
の
基
準
を
現
行
方
式
通
り
農
戸
と
す
べ
き
か
、
或
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
家
族
と
す
べ
き
か
、
等
）
と
の
関

連
に
お
い
て
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
ソ
ビ
エ
ト
の
文
献
に
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
が
大
家
族
構
成
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

場
合
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
一
つ
の
付
属
地
区
劃
に
お
け
る
副
業
経
営
を
、
時
に
は
二
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
家

族
が
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
口
つ
の
〕
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
両
親
と
未
成
年
の
子
が
住
ん
で
一
家
族
を
形
成
し
、
そ
の

ほ
か
に
、
二
人
の
成
人
し
結
婚
し
た
息
子
が
自
分
た
ち
の
子
と
共
に
住
み
、
同
様
に
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
独
立
し
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
家
族
を
形
成

す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
農
戸
に
は
一
家
族
で
は
な
く
三
家
族
が
生
活
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
一
箇
の
付
属
地
経
営
を
実
施
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

従
っ
て
、
一
つ
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
を
形
成
し
て
い
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
し
か
L
一
般
に
は
、
や
は
り
個
別
家
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て



い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
一
農
戸
当
り
労
働
能
力
を
持
つ
者
の
数
が
、

　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

と
、
大
よ
そ
ド
ω
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
し
う
る
。

国
勢
調
査
（
一
九
五
九
年
実
施
）
の
数
字
に
も
と
づ
い
て
計
算
す
る

　
2
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
客
体

　
嵐
　
権
利
の
客
体
の
一
般
的
性
格
は
、
主
体
の
そ
れ
と
の
密
接
な
関
連
に
お
い
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
や
は
り
副
業

経
営
と
い
う
規
定
要
因
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
と
種
類
が
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
個
人
的
所
有
権
の
客
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
副
業
経
営
の

実
施
を
可
能
な
ら
し
め
る
基
礎
と
し
て
の
宅
地
付
属
地
が
あ
る
。
そ
の
規
制
が
い
か
に
な
さ
れ
て
い
る
か
を
あ
ぎ
ら
か
に
す
る
こ
と
は
次

項
（
一
九
七
頁
以
下
）
の
課
題
で
あ
る
。

　
二
　
家
族
的
・
勤
労
的
結
合
体
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
、
そ
の
家
族
的
結
合
体
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
家
族

的
共
同
生
活
を
い
と
な
む
た
め
の
住
宅
用
建
物
を
個
人
的
に
所
有
す
る
（
「
・
民
」
第
一
二
六
条
第
二
項
）
。
（
な
お
、
土
地
は
国
有
化
さ
れ
て
い
る

の
で
宅
地
に
つ
い
て
は
利
用
権
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
）
そ
の
ほ
か
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
で
あ
る
農
戸
構
成
員
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
経
営
か
ら

受
と
り
、
さ
ら
に
彼
ら
に
よ
っ
て
農
戸
の
所
有
に
移
さ
れ
た
勤
労
所
得
、
又
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
農
戸
の
所
有
に
移
さ
れ
た
そ
の
他
の

財
産
、
同
様
に
共
同
の
資
金
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
家
財
道
具
お
よ
び
個
人
的
消
費
物
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
に
属
す
る

（
「
ロ
民
」
第
一
二
六
条
第
三
項
）
Q

　
三
　
家
族
的
・
勤
労
的
結
合
体
で
あ
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
、
次
に
そ
の
勤
労
的
結
合
体
と
し
て
の
性
格
か
ら
個
人
的
副
業
経
営
（
耕

作
お
よ
び
畜
産
）
を
自
ら
行
う
。
し
か
し
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
副
業
経
営
か
ら
の
収
入
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
経
営
か

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五



　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六

ら
分
配
さ
れ
る
収
入
よ
り
も
大
き
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
客
体
と
し
て
の
個

人
的
副
業
経
営
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
根
拠
が
あ
る
。

　
耕
作
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
生
産
手
段
・
用
具
の
側
面
か
ら
制
限
を
う
け
る
。
（
宅
地
付
属
地
は
次
項
。
）
コ
ル
ホ
ー
ズ
（
農
業
ア
ル
テ

リ
）
が
社
会
主
義
的
農
業
経
営
形
態
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
ア
ル
テ
リ
加
入
に
際
し
、
農
戸
の
所
有
す
る
基
本
的
生

産
手
段
は
す
べ
て
社
会
化
さ
れ
て
ア
ル
テ
リ
の
所
有
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
化
の
対
象
と
し
て
模
範
定
款
は
、
「
す
べ

て
の
役
畜
、
農
具
、
貯
蔵
用
種
子
、
社
会
化
さ
れ
た
家
畜
の
維
持
に
必
要
な
だ
け
の
飼
料
、
ア
ル
テ
リ
経
営
の
運
営
に
必
要
な
経
営
用
建

物
お
よ
び
一
切
の
農
産
物
加
工
企
業
」
を
あ
げ
て
い
る
（
「
模
定
」
第
四
条
第
一
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
く
わ

し
て
残
る
生
産
手
段
は
「
小
農
具
」
（
「
模
定
」
第
四
条
第
三
項
）
だ
け
で
あ
り
、
小
農
具
の
中
に
は
「
梨
、
播
種
機
、
杷
、
脱
穀
機
、
草
刈

機
」
（
「
模
定
」
第
四
条
第
一
項
）
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
。

　
畜
産
に
つ
い
て
は
、
役
畜
が
生
産
手
段
と
し
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
制
限
の
ほ
か
、
畜
産
用
家

畜
に
つ
い
て
は
直
接
そ
の
保
有
頭
数
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
（
「
模
定
」
第
五
条
）
。
但
し
家
禽
お
よ
び
家
兎
に
つ
い
て
は
無
制
限
で
あ
る
（
同

上
）
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ソ
連
邦
の
領
土
は
中
緯
度
地
帯
か
ら
極
北
ま
で
の
広
大
な
地
域
に
ひ
ろ
が
り
、

ま
た
東
西
の
幅
も
大
ぎ
い
の
で
、
気
候
風
土
に
お
い
て
極
め
て
多
様
性
に
富
み
、
農
業
生
産
様
式
も
多
種
多
様
で
あ
る
事
実
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

た
が
っ
て
、
個
人
的
所
有
の
許
さ
れ
る
家
畜
数
の
限
界
は
全
国
一
律
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
模
範
定
款
は
地
域
を
四
つ
に
わ
け
る
。

い
ま
一
例
と
し
て
乳
牛
の
み
に
つ
い
て
地
域
毎
の
制
限
頭
数
を
み
れ
ば
、
第
一
地
域
は
一
頭
、
第
二
地
域
は
二
な
い
し
三
頭
、
第
三
地
域

は
四
な
い
し
五
頭
、
第
四
地
域
は
八
な
い
し
一
〇
頭
と
な
っ
て
い
る
。



　
四
　
こ
の
所
有
権
の
性
質
は
合
有
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
各
成
員
の
持
分
は
潜
在
的
に
の
み
存
在
す
る
こ
と
は
先
に
の
べ
た
通
り
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
、
客
体
の
占
有
・
利
用
・
処
分
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
構
成
員
全
員
の
総
意
に
の
み
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
。

　
な
お
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
と
は
別
に
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
構
成
員
の
個
人
的
所
有
が
あ
る
。
個
人
的
勤
労
所
得
、
貯

金
、
ま
た
同
様
に
構
成
員
の
個
人
的
資
金
に
よ
っ
て
獲
得
し
、
叉
は
相
続
・
贈
与
の
手
続
に
よ
っ
て
受
取
り
、
農
戸
の
所
有
に
移
さ
れ
て

い
な
い
財
産
は
、
構
成
員
の
個
人
的
所
有
を
構
成
す
る
（
「
・
民
」
第
一
二
二
条
第
一
項
）
。
但
し
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
定
款
に
従
っ
て
コ
ル
ホ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

農
戸
に
の
み
所
属
し
う
る
財
産
は
農
戸
構
成
員
の
所
有
の
客
体
に
な
り
え
な
い
（
同
条
第
二
項
）
。

　
3
　
副
業
経
営
の
基
礎
と
し
て
の
宅
地
付
属
地
の
割
当

　
鞠
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
耕
作
お
よ
び
畜
産
に
と
っ
て
土
地
は
第
一
義
的
な
要
素
で
あ
る
。
勤
労
的
結
合
体
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農

戸
が
自
ら
の
個
人
的
副
業
経
営
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
生
産
の
客
観
的
諸
条
件
と
し
て
、
前
項
（
一
九
六
頁
）
で
あ
つ
か
っ
た
、
コ
ル
ホ

ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
で
あ
る
「
小
農
具
」
の
ほ
か
に
土
地
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
。
　
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
宅
地
付
属
地
（
各
コ
ル
ホ

！
ズ
農
戸
に
対
し
副
業
経
営
実
施
の
た
め
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
か
ら
割
当
ら
れ
た
土
地
区
劃
）
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
副
業
経
営
の
基
礎
で
あ

る
と
い
え
る
。
ソ
連
邦
で
は
土
地
が
す
べ
て
国
有
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
、
国
有
地
が
い
か
な
る
根
拠
と
手
続
に
し
た

が
っ
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
副
業
経
営
に
対
し
て
割
当
ら
れ
る
か
は
一
つ
の
間
題
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
面
積
の
制
限
、
ま
た
割
当
の

基
準
単
位
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。

　
ニ
　
ソ
連
邦
に
お
い
て
、
土
地
は
、
地
中
の
鉱
物
、
水
、
森
林
、
工
場
、
鉄
道
、
銀
行
な
ど
の
重
要
な
生
産
手
段
と
共
に
、
「
す
べ
て

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七



　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八

国
家
的
所
有
、
す
な
わ
ち
全
人
民
の
財
産
」
（
憲
法
第
六
条
）
で
あ
る
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
占
用
す
る
土
地
は
、
「
無
償
か
つ
無
期
限
の
使
用

の
た
め
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
所
属
す
る
も
の
と
認
め
」
（
憲
法
第
八
条
）
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
各
農
戸
は
、
「
農
業
ア
ル
テ

リ
定
款
に
し
た
が
っ
て
小
区
劃
の
宅
地
付
属
地
を
個
人
的
に
使
用
」
（
憲
法
第
七
条
第
二
項
）
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
憲
法
規
定
に
よ
っ
て

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
宅
地
付
属
地
利
用
権
を
根
拠
づ
け
れ
ば
右
の
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
具
体

的
に
手
続
問
題
を
も
検
討
し
て
み
た
い
。

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
土
地
マ
ッ
シ
ー
ヴ
は
、
用
途
に
よ
っ
て
二
つ
の
構
成
部
分
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
用
地
で
あ

り
、
他
は
宅
地
付
属
地
フ
ォ
ン
ド
で
あ
る
。
前
者
は
も
っ
ぱ
ら
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
的
経
営
の
た
め
に
使
用
さ
れ
、
後
者
は
コ
ル
ホ
ー
ズ

農
戸
に
付
属
地
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
構
成
部
分
は
厳
重
に
区
別
さ
れ
、
そ
の
面
積
と
境
界
が
次
の
三
つ
の
文

書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
管
理
部
に
与
え
ら
れ
、
地
区
執
行
委
員
会
に
そ
の
控
え
が
保
管
さ
れ
て
い
る
「
土
地

　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

無
期
限
使
用
証
書
」
、
第
二
は
、
地
区
執
行
委
員
会
の
管
理
す
る
「
国
家
土
地
登
録
台
帳
」
、
第
三
は
、
各
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
管
理
す
る
「
農

　
　
　
　
　
（
二
二
）
　
　
　
（
二
三
）

戸
別
土
地
帳
簿
」
で
あ
る
。

　
各
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
こ
の
宅
地
フ
ォ
ン
ド
か
ら
そ
の
所
属
す
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
定
款
の
規
定
に
従
っ
て
宅
地
付
属
地
の
配
分
を
う
け

る
の
で
あ
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
付
属
地
の
農
戸
へ
の
配
分
す
な
わ
ち
生
産
手
段
と
労
働
力
と
の
結
合
は
、
何

ら
か
の
契
約
に
よ
ら
ず
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
・
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
各
農
戸
に
割
当
ら
れ
た
付
属

地
は
前
掲
の
「
農
戸
別
土
地
帳
簿
」
お
よ
び
「
国
家
土
地
登
録
台
帳
」
に
登
録
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
付
属
地
の
登
録
が
二
重
に
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
管
理
が
念
入
り
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
反
面
、
序
説
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
付
属
地
の
不
当
拡
大
等
の
問
題



が
起
り
や
す
い
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。

　
三
　
宅
地
付
属
地
の
面
積
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
副
業
経
営
の
規
模
を
直
接
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
、
農
戸
の
経
営
が

個
人
的
副
業
と
し
て
と
ど
ま
る
た
め
に
そ
の
面
積
が
ど
の
範
囲
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
本
稿
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
基
本
的

な
音
心
味
を
も
つ
。

　
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
み
て
、
三
五
年
模
範
定
款
で
は
じ
め
て
具
体
的
に
宅
地
付
属
地
の
面
積
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
一
定
の
限
界
内
に
確
定
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
ヵ
ザ
ン
ツ
ェ
フ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
こ
れ
〔
付
属
地

面
積
の
上
限
お
よ
び
下
限
を
定
め
る
こ
と
〕
は
、
個
々
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
が
模
範
定
款
で
定
め
ら
れ
た
副
業
経
営
の
枠
を
越
え
よ
う
と
す

る
志
向
を
い
ち
じ
る
し
く
拘
束
す
る
可
能
性
を
与
え
る
と
同
時
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
一
定
の
最
小
限
度
の
宅
地
付
属
地
を
保
障
す

（
二
四
）

る
。
」

　
三
五
年
模
範
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
コ
ル
ホ
r
ズ
農
戸
の
個
人
的
使
用
に
割
当
ら
れ
る
宅
地
付
属
地
区
劃
は
「
大
き
く
な

い
」
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
住
宅
敷
地
を
除
き
「
四
分
の
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
二
分
の
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
の

　
　
（
二
五
）

あ
い
だ
」
で
あ
り
、
但
し
個
々
の
地
区
に
お
い
て
は
「
ソ
連
邦
農
業
人
民
委
員
部
（
省
）
の
指
示
に
も
と
づ
き
、
各
共
和
国
農
業
人
民
委

員
部
（
省
）
の
定
め
る
州
お
よ
び
地
区
の
条
件
に
応
じ
て
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
内
」
で
あ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
（
「
模
定
」
第
二
条
第
五
項
お
よ
び

但
書
）
。
定
款
は
そ
れ
以
上
た
ち
入
っ
て
規
定
し
て
い
な
い
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
保
有
可
能
な
家
畜
数
の
制
限
が
各
種
の
地
域
ご
と
に

詳
細
に
な
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
実
は
こ
の
但
書
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
宅
地
付
属
地
割
当
の
基
準
単
位
は
農
戸
で
あ
る
（
「
模
定
」
第
二
条
第
四
項
、
第
五
項
）
。
そ
れ
は
宅
地
付
属
地
利
用
権
の
主
体
は
個
々
の
コ

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九



コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

二
〇
〇

おける個人的副業経営の規模

中華入民共和国ブルガリア人民共和国会
国
社ア
和

キ
や
ペ

ノ
共

ロス
コ
義

工チ
主

人民公社＊（生産隊，生産大隊）

農　 家

　（原語「戸」）

地」＊＊留r自

勤労協同農業経営
TK3X

農　民　経　営
KpecTbHHcKoe　xo3∬H
CTBO

宅地付　属　地
∬PHycaAe6HH最

　　　　yqaCTOK

統一農業協同組合
ECXK

組合員家族＊
可JleHCKa兄ceMb兄

宅　地　付　属　地
nPHyca双e6Hbl孟
　　　　　　　　　　yqaCTOK

この種の土地の面積は
「毎戸社員入口」の多
少を考慮して決定する
が，1人当りの面積は
その村の平均1人当り
の土地面積の5％をこ
えてはならない．

入民公社全耕地の5－
7％が自留地．1農戸当
り0．1－0．09ha．

小　　　農　　　具
家庭副業をいとたむの
に必要な工具

r家禽，家畜」とのみ

示され，その種類・数

量の指示なし．

集約的農業地域では

0．2haまで

地域により0．5haまで

0．5　ha　まで＊＊

地域により（山岳地帯）
1haまで（但しそのう
ち耕地は0．5haをこえ
てはならない）

国の全耕地の7．5％が

付属地．

物
具

建内
農

敷屋
ノJ・

又は牝野牛1およ

牛

2までおよび仔豚

一5および仔羊
又はらば1
，家兎，蜜蜂一無

牛
仔
豚
3
ば
禽
限

乳
び
牝
羊
ろ
家
制

（社会化すべき生産手
段の規定のみある。61
年模範定款§34H）

乳牛1
食用豚，年間1一一2

蜜蜂10巣まで

羊，小家畜（にわとり，

が鳥，家兎）一個別の

定款で定める

おに
％
％
％
％
％
％

中
3
3
7
7
3
8
32
8
0
7
0

畜
家
畜
牛
　
羊
禽

の
）
家

体
合
角
豚
羊

全
割
有

国
る
大
野
　

山
家

（
け

＊高級合作社時点での
基準をとった．
＊＊この用語そのもの
は1956年3月の農業生
産合作社示萢章程§17
による．

＊家族の個々の成員で
　はなく共同体として
　の家族を意味する．
＊＊特別耕作物（野菜，

　ぶどうなど）の植付
　面積は0．1haをこ
　えてはならない．



コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て

O

第四表　社会主義諸国の集団農業経営に

集団経営の名称・種類

個入的副業経営の単位

付

属

地

名 称

基準単位（＝経営

単位）当り面積

（模範定款による）

統 計

保有を許された生産手

段（土地以外）

固イ

人

用

家

畜

基準単位（＝経営

単位）当り家畜の

種類および数

（模範定款による）

　統　　計
国民経済中に占
（翻参経営部）

備 考

ソ 連 β弄

ズ
）
　
リ
一
テ

　
レ
ホ
ノ
　
ア
ル
業
　
農
コ
（

コルホーズ農戸
1くoJlxo3πbIK　双Bop

宅　地　付　属　地
HPHyca八e6HaH3eMπ∬

0．25－0．5ha

地域により1haまで

国の全耕地の3．3％が
付属地。1農戸当りの
付属地は0．31ha，その
うち耕地は0．26ha．＊

畜　産　用　建　物
小　　　農　　　具

花
；
2
　
　
1
0
　
限

綿
合
牛
　
豚
計
　
制

，
場
仔
　
仔
合
　
無

物
の
び
　
及
羊
　
一
で

穀
）
よ
　
2
山
　
兎
ま

（
地
お
　
一
び
家
巣

域
産
1
　
1
よ
　
，
20

地
生
牛
内
豚
お
で
禽
蜂

1
の
乳
以
牝
羊
ま
家
蜜

第
等

第三表（173頁）参照。

＊なお第二表（173頁）

参照。

ドィツ民主共和国

農業生産協同組合
LPG（第皿型）
各組合員がその家族と
共に
jedes　Mitglied　mit
seiner　Familie

地
＄
　
丘
　
a
用
曲
　
給
営
丘
　
W

経
u
s
b

　
a
l

庭
H
慨

　
e
a

家
宙
p

0．5haまで

（土地以外の生産手段
については定款に特に
規定なし．）

乳牛2までおよび仔牛

牝豚2までおよび仔豚

羊，山羊，家禽，家兎

その他の小家畜

一無制限

（協同組合飼育家畜中
における割合）

　乳牛　16．7％

　豚　17．9％
　羊　15．8％
　家禽85％

資料については注（看）205頁以下参照。



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
ニ

ル
ホ
ー
ズ
員
で
は
な
く
、
農
戸
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
同
一
コ
ル
ホ
ー
ズ
内
で
も
定
款
の
基
準
の
範
囲
内
で
付
属
地
規
模
が
種

　
　
　
　
（
二
六
）

々
で
あ
り
う
る
。

　
四
　
今
日
、
社
会
主
義
体
制
を
と
る
国
家
は
ソ
連
邦
以
外
に
も
十
指
に
あ
ま
る
。
そ
れ
ら
の
諸
国
で
同
様
な
個
人
的
副
業
経
営
の
制
度

が
あ
る
か
否
か
、
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
ソ
連
邦
の
場
合
と
の
異
同
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
好
奇
心
以
上
に
学
問
的
な
重
要
性
を

も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
比
較
を
通
じ
て
、
本
稿
の
場
合
、
ソ
連
邦
の
社
会
主
義
な
い
し
社
会
主
義
的
集
団
農

業
の
特
質
又
は
普
遍
性
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
比
較
の
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
社
会
主
義
国
家
で
あ
る
と
い
う
点
で
社
会
構
成
体
の
歴
史
的
発
展
段
階
を
基
本
的
に
は
同
じ
く
し
、
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
集
団
農
業

経
営
形
態
で
あ
る
と
い
う
点
に
共
通
性
が
あ
る
の
で
比
較
は
可
能
で
あ
り
、
か
つ
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
比
較
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
は
、
主
と
し
て
次
の
二
点
を
考
え
て
い
る
。
一
、
付
属
地
お
よ
び
自
家
保
有
家
畜
数
の
決
定
の
基
準
は

何
に
置
か
れ
て
い
る
か
（
農
戸
、
家
族
、
個
人
の
い
ず
れ
か
？
）
二
、
認
め
ら
れ
て
い
る
副
業
の
規
模
（
宅
地
付
属
地
面
積
、
自
家
保
有
家
畜
数

な
ど
）
は
ど
の
範
囲
で
あ
る
か
　
そ
の
理
由
は
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
農
戸
と
い
う
ソ
ビ
エ
ト
・
コ
ル
ホ
ー
ズ
法
上
の
特
殊
な
主
体
概

念
が
ど
の
程
度
の
普
遍
性
を
も
つ
か
と
い
う
間
に
答
え
る
た
め
で
あ
り
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
付
属
地
面
積
お
よ
び
個
人
的
家
畜
数
の

比
較
は
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
、
各
国
の
自
然
的
諸
条
件
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）
各
国
の
集
団
農
業
の
特
色
を
示
す
一
つ
の
標
識
と
な

り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
な
し
え
た
（
し
か
も
不
充
分
に
）
こ
と
は
次
の
四
ヶ
国
、
す
な
わ
ち
、
ブ
ル

ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
、
中
華
人
民
共
和
国
、
チ
ェ
コ
ス
巳
ハ
キ
ア
社
会
主
義
共
和
国
に
関
す
る
基
礎
資
料
の
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
）

ま
と
め
に
と
ど
ま
っ
た
（
第
四
表
）
。
表
を
も
と
に
し
た
具
体
的
な
論
述
は
更
に
資
料
と
研
究
の
蓄
積
を
待
っ
て
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。
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（
四
）
　
一
九
五
〇
年
に
、
小
規
模
コ
ル
ホ
！
ズ
の
統
合
措
置
が
と
ら
れ
て
以
来
（
一
コ
ル
ホ
ー
ズ
平
均
農
戸
数
が
三
百
な
い
し
四
百
戸
と
な
る
、
そ
れ

　
　
以
前
は
五
〇
な
い
し
六
〇
戸
）
、
屡
々
総
会
を
ひ
ら
く
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
現
在
で
は
、
　
一
連
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
い
て
、
総
代

　
　
集
会
が
加
入
問
題
等
の
審
議
に
当
る
o
（
↓
寒
萸
Φ
。
）

（
五
）
　
↓
卑
蜜
製
φ

（
六
）
　
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
§
Φ
胃
田
o
と
は
、
あ
る
団
体
の
構
成
員
た
る
地
位
・
身
分
な
い
し
関
係
を
指
す
、
藤
田
教
授
が
「
組
合
員
関
係

　
　
竃
一
薦
冨
駐
魯
鉢
ご
（
藤
田
「
社
会
主
義
的
所
有
と
契
約
」
二
八
四
頁
）
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
種
の
「
社
員
権
」
で
あ
ろ

　
　
う
が
、
更
に
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
Q

（
七
）
　
土
地
法
典
六
六
条
は
、
採
用
と
い
う
家
族
関
係
に
よ
ら
な
い
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
取
得
の
原
因
を
も
か
か
げ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
あ
ま
り
意

　
　
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
後
出
㊧
2
参
照
。

（
八
）
　
こ
の
よ
う
な
、
労
働
者
・
勤
務
員
を
か
か
え
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
「
混
合
農
戸
」
と
呼
ば
れ
る
Q

（
九
）
　
昼
コ
国
器
コ
国
月
民
麟
邸
（
℃
o
塑
ソ
刈
ε
切
o
目
℃
0
8
切
＝
o
田
9
0
切
目
o
民
o
旨
図
o
撃
〇
三
網
器
宍
o
鵠
o
h
零
Φ
自
需
鵠
ざ
「
g
δ
℃
鵠
h
鋤
↓
”
一
8
廿
p

　
　
ω
試
，

（
一
〇
）
　
戸
長
は
ヌ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
を
単
に
代
表
す
る
だ
け
で
あ
り
、
農
戸
内
に
お
い
て
財
産
上
の
特
権
を
何
ら
有
し
な
い
。
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二
〇
三



　
　
　
コ
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つ
い
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二
〇
四

（
一
二
）
　
ル
ス
コ
ル
は
私
見
と
反
対
説
を
と
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琴
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＞
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℃
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3
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苔
憎
堕
ρ
ミ
●
な
お
「
ロ
民
」
第
一
三
条
も
参
照
。

（
二
二
）
　
こ
れ
ら
の
学
説
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
特
に
参
考
に
な
っ
た
の
は
、
戸
e
●
団
需
言
8
9
コ
冨
8
』
§
類
息
8
9
田
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ぎ
o
罠
ω
O
O
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℃
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㎝
o
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”
o
」
8
凝
。
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（
一
四
）
　
稲
子
教
授
は
、
農
戸
を
自
然
人
で
も
法
人
で
も
な
い
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
権
利
主
体
と
み
る
パ
ヴ
ロ
フ
ら
の
主
張
は
、
世
帯
を
自
然
人
で

　
　
も
法
人
で
も
な
い
「
家
団
」
と
し
て
概
念
構
成
し
よ
う
と
し
た
末
弘
博
士
の
家
団
論
と
共
通
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
（
前
掲
「
ソ
ヴ
ェ
ト
農
村
家

　
　
族
に
お
け
る
世
帯
財
産
共
有
制
」
一
九
頁
、
二
九
頁
）

（
一
五
）
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源
」
岩
波
文
庫
七
七
頁
以
下
お
よ
び
二
六
〇
頁
注
（
1
5
）
、
福
島
正
夫
「
人
民
公
社
の
研
究
」

　
　
お
茶
の
水
書
房
一
七
八
頁
、
稲
子
前
掲
論
文
三
頁
Q
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一
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）
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「
大
よ
そ
」
と
言
っ
た
の
は
、
◎
の
中
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
成
員
以
外
の
者
が
含
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
八
）
　
一
、
穀
物
、
綿
花
、
甜
菜
、
亜
麻
、
大
麻
、
馬
鈴
薯
お
よ
び
野
菜
、
茶
と
煙
草
の
主
産
地
　
二
、
畜
産
の
発
達
し
た
農
業
地
方
　
三
、

　
　
の
意
義
が
大
き
く
な
く
、
畜
産
が
決
定
的
役
割
を
演
ず
る
非
遊
牧
お
よ
び
半
遊
牧
地
区
　
四
、
農
業
が
殆
ん
ど
何
ら
の
意
義
を
も
も
た
ず
、

畜農
産業



　
　
を
も
っ
て
経
済
の
普
遍
的
形
態
と
す
る
遊
牧
的
畜
産
地
方

（
一
九
）
　
農
戸
構
成
員
の
所
有
と
農
戸
の
所
有
と
の
区
別
は
稲
子
前
掲
論
文
（
「
ソ
ヴ
ェ
ト
農
村
家
族
に
お
け
る
世
帯
財
産
共
有
制
」
）
に
く
わ
し
い
。
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ち
な
み
に
「
国
家
土
地
登
録
台
帳
」
　
に
は
次
の
各
種
の
土
地
の

　
　
登
録
が
集
中
し
て
い
る
。
一
、
無
期
限
使
用
証
書
に
よ
っ
て
各
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
供
与
さ
れ
た
単
一
土
地
マ
ッ
シ
ー
ヴ
　
ニ
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
公
共
用

　
　
地
（
個
々
に
）
　
三
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
宅
地
付
属
地
（
個
々
に
）
　
お
よ
び
四
、
個
人
農
お
よ
び
そ
の
他
の
非
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
個
人
的
使
用

　
　
に
か
か
る
土
地
。
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（
二
五
）
　
こ
の
点
に
つ
き
福
島
要
一
氏
は
「
集
団
農
場
の
話
」
（
岩
波
新
書
、
二
五
頁
）
で
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
五
反
乃
至
二
反
五
畝
と
い

　
　
え
ば
、
目
本
で
考
え
れ
ば
そ
う
小
さ
い
面
積
で
は
な
い
が
…
…
土
地
の
肥
沃
さ
が
ま
る
で
ち
が
う
か
ら
、
目
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で
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え
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反
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あ
た
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（
二
七
）
　
第
四
表
の
資
料
は
次
の
通
り
。
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器
b
碧
）
お
8
℃
○
ω
8
国
o
尊
が
参
考
に
な
っ
た
が
、
国
別
に
は
ソ
連
邦
”

口
℃
国
竃
8
＝
ぴ
感
箸
月
爲
8
旨
げ
o
民
○
図
o
ω
凶
殴
o
鵠
Φ
霞
さ
陣
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℃
↓
Φ
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㌍
　
昌
℃
寓
＝
国
誤
感
　
㊦
↓
o
℃
ぴ
崇
　
ゆ
8
8
δ
臣
ぴ
冒
o
♂
8
h
O
言
民
○
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図
o
臣
国
ズ
o
叩

旨
巷
臣
ぎ
ω
国
鳩
器
翼
鳶
臣
黒
O
＝
穴
0
8
℃
国
月
穴
巽
「
【
（
α
）
嵩
骨
呂
帥
彊
一
。
。
。
㎝
づ
（
国
8
。
旨
国
民
。
養
。
ω
ぎ
3
呂
田
薗
㍉
。
p

δ
℃
お
h
凶
」
一
3
P
↓
●
ご
○
鼻
鱒
刈
類
9
．
）
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
”
竃
q
ω
a
お
富
9
け
協
費
冨
昌
α
惹
旨
ω
畠
鉢
象
魯
Φ
ギ
o
α
＝
痒
δ
旨
の
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昌
o
ω
紹
『

ω
o
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富
づ
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巻
目
（
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ω
①
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↓
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＝
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。
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の
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鉱
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き
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o
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0
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＜
o
α
月
角
o
o
矯
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巷
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Φ
＝
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0
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0
げ
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雪
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閃
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ズ
ま
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目
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〇
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一
り
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賓
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萸
h
雷
鍍
ぴ
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o
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類
お
蜜
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冨
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『
o
↓
器
8
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Φ
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国
お
2
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（
‘
O
O
℃
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ズ
o
謡
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↓
侵
員
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国
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器
訳
o
＝
o
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Φ
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目
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＝
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0
”
お
8
℃
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曽
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＝
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騨
ソ
ゆ
慧
Φ
℃
e
薮
℃
蛋
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窪
げ
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犀
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図
o
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＝
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栄
o
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昌
8
零
昌
ω
出
o
Φ
目
℃
臣
o
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図
0
9
0
審
民
凝
F
り
o
o
δ
℃
器
h
酋
8
お
①
P
　
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
”
》
単
O
↓
賓
目
0
9
℃
器
国
腎
国
①
o
o
月
器
』
§
旨
器
自
8
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突
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図
o
器
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ω
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o
』
田
讐
罫
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o
o
目
岩
＝
蕊
h
零
讐
這
8
。
中
華
人
民
共
和
国
“
高
級
衣
業
生
卉
合
作
社
示
萢
章
程
（
一
九
五
六
年
六
月
三
〇
日
第

、
一
屈
全
国
人
民
代
表
大
会
第
三
次
会
議
通
短
）
（
中
隼
人
民
共
和
国
法
規
逸
輯
、
法
律
出
版
社
、
　
一
九
五
六
年
、
一
九
七
頁
以
下
）
、
山
下
竜
三
ほ

か
著
「
中
国
の
国
民
生
活
」
法
律
文
化
社
、
　
一
九
六
五
年
。

　
　
　
　
⇔
個
人
的
副
業
経
営
の
実
施
と
各
種
の
法
関
係

　
1
　
生
産
お
よ
び
実
現
の
過
程
に
お
け
る
法
関
係

　
隔
　
生
産
過
程
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
法
的
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
テ
ー
マ
の
場
合
、
個
人
的
副
業
経
営
が
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
の
枠
を
踏
み
こ
え
な
い
た
め
の
限
度
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
観
点
か
ら
生
産
過
程
の
周
辺
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か



の
法
的
・
規
範
的
諸
関
係
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
問
題
と
な
る
の
は
、
宅
地
付
属
地
の
上
で
栽
培
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
農
作
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
五
年
定
款
に
お
い
て
、
宅
地
付
属
地
と
い
う
言
葉
の
次
に
カ
ッ
コ
を
し
て
菜
園
、
果
樹
園
と
い
う
言
葉
を
挿
入
し

て
あ
る
（
「
模
定
」
第
二
条
第
四
項
）
の
は
、
付
属
地
利
用
の
内
容
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宅
地
付
属
地
は
馬
鈴
薯
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

び
野
菜
、
漿
果
灌
木
、
果
樹
等
の
栽
培
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
穀
物
を
栽
培
す
る
こ
と
は
奨
励
さ
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
に

は
、
付
属
地
に
お
い
て
穀
物
の
播
種
地
を
も
つ
農
戸
に
対
し
て
、
個
人
農
と
同
率
の
義
務
納
入
が
課
せ
ら
れ
た
反
面
（
但
し
義
務
納
入
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

の
も
の
は
一
九
五
八
年
に
廃
止
さ
れ
た
）
、
付
属
地
に
果
樹
を
植
え
る
こ
と
が
す
す
め
ら
れ
た
。
（
家
畜
の
種
類
お
よ
び
頭
数
に
つ
い
て
は
前
に
ふ
由

た
0
2
）
。

　
次
に
、
労
働
力
の
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
個
人
農
経
営
の
場
合
で
さ
え
も
他
人
の
労
働
の
搾
取
の
排
除
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
憲
法
第

九
条
）
の
で
あ
る
か
ら
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
副
業
経
営
の
場
合
も
、
農
戸
構
成
員
が
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
こ
れ
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
外
か
ら
人
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
な
お
、
「
模
定
」
第
一
三
条
参
照
。
ま
た
採
用
制
度
に

っ
い
て
は
㊧
2
）
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
は
雇
用
契
約
な
い
し
労
働
契
約
関
係
は
存
在
し
な
い
。
　
ま
た
副
業
経
営
に
は
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
の

労
働
か
ら
自
由
な
時
間
に
お
い
て
の
み
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
（
一
九
一
九
年
勤
労
農
業
ア
ル
テ
リ
模
範
定
款
第
四
六
条
）
。

　
宅
地
付
属
地
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
当
拡
大
ー
過
去
に
し
ば
し
ば
実
例
の
あ
っ
た
こ
と
は
序
説
で
ふ
れ
た
ー
が
刑
法
上

の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
（
合
同
決
定
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
共
用
地
盗
用
防
止
に
関
す
る
処
置
に
つ
い
て
」
第
三
条
、
・
シ
ア
共
和

国
刑
法
典
第
一
九
九
条
）
、
そ
の
勝
手
な
処
分
（
贈
与
、
交
換
、
売
買
、
賃
貸
借
等
）
も
同
様
に
刑
法
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
・
シ

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

ア
共
和
国
刑
法
典
同
条
）
。
ま
た
同
時
に
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
・
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
剥
奪
（
除
名
）
の
原
因
で
も
あ
る
（
後
出

㊧
1
お
よ
び
2
参
照
）
。

　
こ
れ
ら
の
制
限
条
項
の
反
面
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
管
理
部
は
、
役
畜
と
農
具
を
提
供
し
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
付
属
地
耕
作
、
’
付
属
地
収
穫
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

や
個
人
用
家
畜
飼
料
の
運
搬
な
ど
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
「
模
定
」
第
四
条
第
四
項
）
。
な
お
同
条
に
よ
れ
ば
　
「
有
料

で
」
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
賃
貸
借
）
が
、
使
用
貸
借
の
場
合
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

「
内
部
秩
序
規
則
」
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
畜
産
用
家
畜
の
た
め
に
、
宅
地
付
属
地
の
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

か
、
牧
場
切
ぴ
弓
o
臣
醤
目
8
曾
長
節
の
利
用
が
許
さ
れ
て
い
る
。

　
二
　
実
現
過
程
に
お
け
る
法
関
係
で
あ
る
が
、
個
人
的
所
有
を
起
点
と
す
る
所
有
の
運
動
過
程
を
媒
介
す
る
法
形
態
は
、
一
般
に
あ
ま

り
重
要
な
問
題
を
提
起
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
個
人
的
所
有
は
社
会
主
義
的
所
有
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
消
費
的
性
格
が
基
本
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
社
会
主
義
的
所
有
の
運
動
の
最
終
端
に
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
は
一

定
の
生
産
的
目
的
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
か
ぎ
り
で
そ
の
運
動
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
媒
介
す
る
法
形
態
の
存
在
も
予
想
し
う
る
。

　
宅
地
付
属
地
か
ら
得
ら
れ
た
生
産
物
は
、
個
人
的
所
有
権
に
も
と
づ
い
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
自
身
が
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で

自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
「
・
民
」
第
九
二
条
）
。
こ
の
生
産
物
は
、
　
一
部
は
現
物
形
態
の
ま
ま
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
よ
っ
て
消
費

ま
た
は
貯
蔵
さ
れ
、
残
り
の
部
分
は
商
品
と
し
て
国
家
買
付
の
方
法
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
市
場
（
バ
サ
ー
ル
）
に
お
け
る
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

由
販
売
の
方
法
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
後
者
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
副
業
経
営
の
小
商
品

生
産
的
側
面
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
の
側
か
ら
の
現
金
収
入
へ
の
魅
力
、
都
市
住
民
の
側
か
ら
の
国
営
市
場
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
新
鮮



な
農
産
物
が
入
手
で
ぎ
る
と
い
う
魅
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
「
魅
力
」
を
別
の
側
面
か
ら
見

れ
ば
、
そ
れ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
公
共
部
門
の
生
産
力
の
発
展
が
依
然
と
し
て
不
充
分
で
、
多
様
な
物
質
的
．
精
神
的
欲
求
を
満
し

う
る
収
入
を
各
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
に
保
障
し
え
な
い
こ
と
に
対
す
る
危
険
信
号
で
あ
り
、
ま
た
、
農
業
生
産
物
の
国
家
流
通
機
構
の
不
備
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

示
す
も
の
と
い
え
る
・
こ
の
関
係
を
福
島
正
夫
教
授
は
、
「
バ
ザ
」
ル
が
さ
び
れ
る
と
き
コ
ル
ホ
ー
ズ
が
栄
え
る
」
、
と
端
的
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
現
実
に
余
剰
農
産
物
が
存
在
す
る
場
合
、
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
国
民
経
済
全
体
の
観
点
か

ら
合
目
的
的
で
な
い
。
そ
こ
で
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
農
産
物
の
余
剰
部
分
の
実
現
を
規
制
し
か
つ
改
善
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
法
令
が

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
第
一
は
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
三
日
づ
け
「
ソ
ビ
エ
ト
商
業
の
一
層
の
発
展
の
措
置
に
関

　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

す
る
」
合
同
決
定
で
あ
り
、
第
二
は
、
一
九
六
一
年
二
月
二
五
日
づ
け
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
お
よ
び
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
農
産
物
の
余
剰
の
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

組
織
の
改
善
に
関
す
る
」
合
同
決
定
で
あ
る
。

　
前
者
に
お
い
て
は
、
大
都
市
お
よ
び
工
業
中
心
地
に
お
け
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
市
場
の
設
備
の
充
実
が
は
か
ら
れ
た
（
第
四
二
条
）
ほ
か
、
消

費
共
同
組
合
を
通
じ
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
市
場
に
余
剰
部
分
を
委
託
販
売
す
る
方
式
が
規
定
さ
れ
（
第
四
三
条
）
、
ま
た
運
輸
の
改
善
が
指
示

さ
れ
た
（
第
三
八
条
＠
お
よ
び
第
四
四
条
）
。

　
後
者
に
お
い
て
は
、
「
国
家
に
対
す
る
売
渡
し
の
義
務
を
お
え
た
後
に
残
っ
て
い
る
余
剰
農
産
物
を
実
現
す
る
た
め
に
、
多
く
の
コ
ル

ホ
ー
ズ
員
た
ち
が
、
し
ば
し
ば
遠
く
に
あ
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
市
場
に
出
か
け
、
そ
の
た
め
コ
ル
ホ
ー
ズ
生
産
か
ら
遊
離
し
て
い
る
。
こ
れ
は

労
力
と
時
間
の
い
ち
じ
る
し
い
浪
費
と
、
運
送
手
段
の
賃
借
お
よ
び
販
売
さ
れ
る
生
産
物
の
保
管
に
要
す
る
大
ぎ
な
出
費
を
き
た
し
て
い

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇

る
」
旨
を
前
文
に
か
か
げ
、
こ
れ
ら
の
無
駄
を
な
く
す
る
た
め
に
、
消
費
協
同
組
合
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
お
よ
び
コ
ル
ホ
ー
ズ
か
ら
余
剰
生

産
物
の
買
付
器
塁
翼
鋤
を
行
い
、
こ
れ
を
コ
ル
ホ
ー
ズ
市
場
で
売
る
と
い
う
方
式
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
（
第
一
条
）
。

　
ま
た
、
リ
ス
コ
ー
ヴ
ェ
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
多
く
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
た
ち
の
〔
個
人
的
な
〕
農
産
物
（
牛
乳
、
馬
鈴
薯
、
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

菜
）
を
自
力
で
実
現
す
る
方
式
」
、
す
な
わ
ち
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
が
自
分
の
と
こ
ろ
の
農
民
の
余
剰
生
産
物
を
之
り
ま
と
め
て
コ
ル
ホ
ー
ズ

市
場
に
運
び
か
つ
販
売
す
る
方
式
を
と
り
は
じ
め
た
と
い
う
。

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
（
農
戸
）
の
手
許
に
あ
る
余
剰
農
産
物
の
各
種
の
実
現
方
式
を
と
り
ま
と
め
る
と
以
下
の
五
種
類
に
な
る
で
あ
ろ

う
〇　

一
　
国
家
買
付
に
応
ず
る

　
二
　
個
人
で
コ
ル
ホ
ー
ズ
市
場
に
出
か
け
る

　
三
　
消
費
協
同
組
合
に
販
売
を
委
託
す
る

　
四
　
消
費
協
同
組
合
の
買
付
に
応
ず
る

　
五
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
委
託
す
る

　
こ
れ
ら
の
種
類
の
お
の
お
の
に
つ
ぎ
、
そ
れ
ぞ
れ
法
関
係
の
タ
イ
プ
が
異
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
的
問
題
点
が
存
在
す
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
が
、
充
分
な
資
料
の
と
と
の
わ
な
い
現
在
、
こ
の
点
の
よ
り
深
い
検
討
は
他
日
を
期
す
ほ
か
な
い
。
た
だ
、
　
一
言
す
れ

ば
、
第
五
の
形
態
に
つ
き
、
こ
れ
を
民
法
上
の
委
任
契
約
関
係
と
み
る
こ
と
に
反
対
し
、
そ
れ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
・
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

基
く
関
係
で
あ
る
と
す
る
説
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
で
お
ぎ
た
い
。



コ
ル
ホ
ー
ズ
市
場
に
お
け
る
販
売
は
、
国
定
価
格
で
は
な
く
市
場
価
格
に
よ
る
（
「
・
民
」
第
二
四
〇
条
第
二
項
）
。

　
2
　
国
家
に
対
す
る
義
務

　
一
　
一
九
五
七
年
ま
で
は
国
家
へ
の
農
産
物
の
義
務
納
入
と
、
農
業
税
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
国
家
に
対
す
る
義
務
の
二
本
の
柱
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
、
ソ
フ
ホ
ー
ズ
の
生
産
が
増
大
し
、
そ
こ
に
お
け
る
調
達
の
み
で
間
に
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

ル
ホ
ー
ズ
農
民
の
物
質
的
地
位
の
改
善
の
た
め
と
い
う
理
由
で
、
五
八
年
以
降
前
者
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
一
九
五
三
年
の
「
農

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

業
税
に
関
す
る
」
法
律
の
中
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
性
格
を
浮
彫
り
に
す
る
規
定
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
副
業
経
営
が
重
要
な
意
義
と
役
割
を
も
つ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
補
助
的
な

も
の
に
と
ど
ま
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
業
の
発
展
の
中
で
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
の
は
公
共
経
営
部
門
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
以
下
の
よ
う
な
税
額
の
加
重
事
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
、
逆
に
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
派
生
的
・
副
次
的

性
格
を
別
の
角
度
か
ら
示
す
こ
と
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
加
重
事
由
の
第
一
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
々
の
成
員
が
、
相
当
の
理
由
な
し
に
前
年
度
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
作
業
日
最
低
限
を

果
さ
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
五
〇
％
加
重
さ
れ
る
（
第
六
条
）
。
第
二
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
内
の
個
々
の
労
働
能
力
あ
る

家
族
員
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
地
位
を
も
た
ず
、
あ
る
い
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
か
ら
除
名
さ
れ
た
ま
ま
雇
用
労
働
に
つ
い
て
い
な
い
場
合
。
こ
れ

に
対
し
て
は
七
五
％
の
加
重
で
あ
る
（
第
七
条
第
二
項
）
。
第
三
は
、
当
該
年
度
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
を
除
名
さ
れ
た
農
戸
は
、
除
名
の
時
期
が

何
月
で
あ
ろ
う
と
も
、
個
人
農
と
同
一
の
割
合
で
、
つ
ま
り
一
〇
〇
％
加
重
さ
れ
て
課
税
さ
れ
る
（
第
七
条
第
一
項
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
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一
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一
一
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三
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四
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）
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七
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八
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コ
ル
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戸
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義
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廃
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は
次
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二
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ま
で
は
、
付
属
地
百
分
の
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
単
位
と
す
る
一
定
量
の
馬
鈴
薯
、
家
畜
頭
数
に
応
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た
羊
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保
有
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家
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一
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定
量
の
肉
と
卵
の
義
務
納
入
が
各
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

（
一
三
）
　
ω
震
o
躍
0
8
き
R
o
図
o
窒
腎
鵠
窪
＝
o
蜜
器
旨
o
お
（
↓
帥
蜜
製
ρ
p
G。
G。
ω
）

　
　
　
　
㊧
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
と
そ
の
副
業
経
営
の
変
動
・
消
滅

　
1
　
副
業
経
営
の
縮
小
・
消
滅

　
陶
　
主
体
で
あ
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
が
消
滅
す
れ
ば
、
副
業
経
営
も
そ
れ
に
伴
っ
て
消
滅
す
る
が
、
こ
の
場
合
を
除
け
ば
、
一
般
に
副

業
経
営
の
変
動
・
消
滅
は
主
体
の
変
動
と
は
独
立
に
発
生
し
う
る
。
こ
の
意
味
で
、
副
業
経
営
の
変
動
．
消
滅
を
主
体
の
そ
れ
よ
り
も
先

に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
副
業
経
営
（
こ
と
に
そ
の
基
礎
を
な
す
宅
地
付
属
地
が
最
も
問
題
に
な
る
の
で
あ
る

が
）
の
憂
動
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
の
性
格
か
ら
し
て
、
縮
小
さ
れ
あ
る
い
は
ゼ
・
に
さ
れ
る
（
な
る
）
場
合
の
み
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
縮
小
の
場
合
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
が
自
発
的
に
自
己
の
使
用
す
る
付
属
地
を
定
款
の
規
定
よ
り
減
ら
し
た
い

と
希
望
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
申
出
に
よ
っ
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
総
会
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
決
定
を
下
し
、
地
区
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

会
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
宅
地
付
属
地
か
ら
切
離
し
た
土
地
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
よ
っ
て
完
全
に
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
二
）い
。
第
二
に
、
強
制
的
に
縮
少
さ
せ
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
あ
る
文
献
は
、
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
家
族
の
労
働
能
力
あ
る
成
員
が
ア
ル
テ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

の
公
共
的
生
産
に
不
充
分
な
参
加
を
す
る
場
合
、
個
々
の
成
員
が
勝
手
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
外
の
仕
事
に
出
か
け
る
場
合
」
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
農
政
第
二
期
の
基
本
方
針
を
示
す
「
農
業
ア
ル
テ
リ
定
款
な
ら
び
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
創
意
の
一
層
の

発
展
に
関
す
る
」
合
同
決
定
の
精
神
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
（
特
に
決
定
本
文
第
四
項
）
、
最
近
で
は
む
し
ろ
付
属
地
利
用
の
「
不
変
性
」

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

と
個
人
的
家
畜
数
の
「
強
固
な
標
準
化
」
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
二
　
次
に
、
宅
地
付
属
地
の
消
滅
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
同
様
に
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
ア
ル
テ
リ
の
公
共
経
営
が
非

常
に
発
展
し
て
、
各
農
戸
が
個
人
的
副
業
経
営
を
行
う
基
礎
と
し
て
の
付
属
地
を
全
く
必
要
と
し
な
く
な
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
空
想
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
ア
ル
テ
リ
員
が
各
種
の
法
令
違
反
行
為
を
行
っ
て
、
宅
地

付
属
地
を
没
収
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
と
し
て
、
あ
る
文
献
で
、
O
農
戸
が
と
っ
く
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
生
活
か
ら
離

れ
、
事
実
上
コ
ル
ホ
ー
ズ
構
成
員
で
な
く
な
っ
て
い
る
偽
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
か
ら
成
立
し
て
い
る
場
合
　
⇔
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
加
入
し
て
い

る
労
働
能
力
あ
る
農
戸
成
員
が
、
定
め
ら
れ
た
作
業
日
最
低
限
を
満
さ
な
い
場
合
　
㊧
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
が
第
三
者
に
付
属
地
を
賃
貸
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
V

ま
た
は
譲
渡
す
る
場
合
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
主
体
た
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
消
滅
の
事
由
と
も
な
り
う
る

も
の
で
あ
っ
て
、
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
共
用
地
盗
用
防
止
措
置
に
関
す
る
」
決
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
以
上
の
ほ
か
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
が
長
期
に
わ
た
っ
て
付
属
地
を
利
用
し
な
い
ま
ま
放
置
す
る
場
合
を
あ
げ
る
文
献
も
あ
る
が
、
そ
の

法
令
上
の
根
拠
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。

　
2
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
変
動
・
消
滅

　
剛
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
変
動
と
し
て
、
農
戸
構
成
員
の
増
大
お
よ
び
減
少
を
と
り
扱
う
。

　
ま
ず
、
農
戸
構
成
員
の
増
大
の
主
要
な
原
因
と
し
て
は
、
出
生
、
婚
姻
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
家
族
的
結
合
体
で
あ
る
か
ら
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
出
生
し
た
子
は
、
父
母
の
所
属
す
る
農
戸

の
構
成
員
と
認
め
ら
れ
る
（
「
・
婚
家
」
第
五
六
条
第
一
項
参
照
－
以
下
「
・
婚
家
」
と
は
・
シ
ア
共
和
国
婚
姻
．
家
族
．
後
見
法
典
を
意
味
す
る
）
。



も
し
も
両
親
が
異
っ
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
構
成
に
属
す
る
場
合
に
は
、
子
は
、
そ
の
許
に
子
の
生
活
し
て
い
る
親
の
選
択
に
よ
り
、
こ

れ
ら
の
農
戸
の
う
ち
の
一
つ
の
構
成
員
と
し
て
登
録
さ
れ
る
（
同
条
第
二
項
）
。
ま
た
、
子
を
い
ず
れ
か
の
農
戸
の
構
成
に
含
め
る
こ
と
に

つ
い
て
の
争
い
は
、
子
の
利
益
に
し
た
が
い
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
（
同
条
第
三
項
）
。

　
婚
姻
に
よ
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
構
成
員
の
増
大
に
関
し
て
問
題
に
な
る
点
は
、
第
一
に
は
、
婚
姻
に
つ
い
て
農
戸
構
成
員
の
同
意
の
必

要
の
有
無
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
事
実
婚
を
ど
う
扱
う
か
で
あ
る
。
第
一
点
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
と
同
様
に
、
婚
姻
は
両
性

の
合
意
の
あ
る
こ
と
が
最
も
主
要
な
要
件
で
あ
り
（
「
・
婚
家
」
第
四
条
）
。
当
人
以
外
の
者
の
同
意
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
コ

ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
構
成
員
の
同
意
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
も
し
も
構
成
員
の
間
で
意
見
が
わ
か
れ
た
場
合
は
農
戸
の
分
与
又
は
分

　
　
　
　
（
七
）

割
が
行
わ
れ
る
。
次
に
、
現
行
立
洪
が
登
録
婚
主
義
を
と
る
（
「
・
婚
家
」
第
一
条
第
二
項
）
こ
と
と
関
連
し
て
、
事
実
婚
的
関
係
に
あ
る
者

に
つ
い
て
農
戸
の
成
員
と
し
て
の
資
格
（
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
）
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
非
常
に
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
ヴ
ォ
・
ー
シ
ン
に

よ
れ
ば
ソ
連
邦
最
高
裁
の
実
践
（
判
例
）
も
区
々
で
あ
っ
て
、
　
一
九
四
七
・
四
八
年
に
は
事
実
婚
に
対
し
て
不
利
な
判
決
実
践
が
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

れ
、
一
九
五
五
年
に
は
反
対
に
事
実
婚
に
対
し
て
有
利
な
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
構
成
員
は
採
用
に
よ
っ
て
も
増
大
す
る
（
土
地
法
典
第
六
六
条
）
。
採
用
と
は
、
農
戸
の
労
働
力
の

不
足
を
補
う
た
め
に
（
た
と
え
ぽ
、
農
戸
に
老
人
だ
け
が
残
っ
た
場
合
）
行
わ
れ
る
伝
統
的
な
制
度
で
あ
り
、
成
人
者
が
対
象
と
な
る
点
で
養

子
縁
組
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
老
人
な
ど
労
働
能
力
を
失
っ
た
者
に
対
す
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
物
質
的
援
助
が
増
大
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

い
る
の
で
、
こ
の
制
度
は
以
前
と
は
異
り
そ
の
実
際
的
必
要
が
殆
ど
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
ニ
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
構
成
員
の
減
少
は
構
成
員
の
一
部
の
他
出
旨
ざ
h
お
よ
び
死
亡
に
よ
っ
て
生
じ
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
消
滅

　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五



　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

は
農
戸
財
産
の
分
割
短
鋸
舘
お
よ
び
全
構
成
員
の
死
亡
、
ま
た
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
・
チ
ュ
レ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
を
も
つ
全
農
戸
員
が
そ
の
資
格

を
失
う
こ
と
（
除
名
な
ど
）
に
よ
っ
て
結
果
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
構
成
員
の
一
部
の
他
出
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る
農
戸
財
産
の
分
与

臣
h
雪
な
ら
び
に
分
割
を
主
と
し
て
個
人
的
副
業
経
営
に
視
点
を
し
ぼ
っ
て
眺
め
て
み
た
い
。
そ
の
次
に
、
構
成
員
の
死
亡
に
よ
っ
て

開
始
さ
れ
る
相
続
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
う
。

　
分
与
（
「
回
民
」
第
一
三
〇
条
）
と
は
、
農
戸
の
成
員
の
う
ち
の
一
名
な
い
し
数
名
が
、
農
戸
の
合
有
財
産
に
お
け
る
持
分
（
「
・
民
」
第
一

二
九
条
）
を
受
取
り
、
新
し
い
農
戸
を
つ
く
る
意
図
は
持
た
な
い
で
他
に
転
出
す
る
（
具
体
的
に
は
、
労
働
者
又
は
勤
務
員
と
な
る
た
め
に
コ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

ホ
ー
ズ
を
去
る
、
又
は
婚
姻
・
採
用
等
に
よ
り
他
の
農
家
に
入
る
な
ど
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
個
人
的
副
業
経
営
を
有
す
る
こ
と
は
コ
ル
ホ
ー
ズ

農
戸
に
と
っ
て
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
か
ら
、
新
た
に
農
戸
を
つ
く
る
意
図
を
持
た
な
い
他
出
者
は
自
ら
に
副
業
用
の
農
具
等
の
分
与
を

請
求
す
る
権
利
を
持
た
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
現
物
に
よ
る
持
分
の
分
与
は
、
農
戸
か
ら
そ
の
副
業
経
営
を
実
施
す
る
に
必
要
な
建
物
、

家
畜
お
よ
び
農
具
を
奪
う
こ
と
の
な
い
よ
う
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
「
・
民
」
第
一
三
〇
条
第
一
項
）
従
っ
て
、
他
出
者
が

現
物
で
分
与
を
受
け
う
る
の
は
副
業
経
営
と
は
関
係
の
な
い
、
農
戸
に
属
す
る
日
常
的
財
物
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
持
分
の
現
物
に
よ
る

分
与
が
不
可
能
な
場
合
は
、
持
分
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
（
同
条
第
二
項
）
。

　
分
割
と
は
、
農
戸
の
合
有
財
産
が
そ
の
全
成
員
に
分
配
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
以
前
の
経
営
体
が
消
滅
し
、
そ
の
基
礎
の
上
に
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

叉
は
数
箇
の
新
し
い
農
戸
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
経
営
体
の
消
滅
が
そ
の
ま
ま
新
し
い
副
業
経
営
の
主
体

の
発
生
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
分
与
の
場
合
と
は
全
く
異
り
、
副
業
経
営
用
の
生
産
用
具
等
の
分
割
が
第
一
に

重
要
な
も
の
と
蒙
一
ず
割
讐
ル
ホ
麦
の
利
害
と
直
接
籍
び
つ
い
て
い
る
・
と
㌢
π
・
そ
凝
新
を
形
成
さ
れ
た
農
戸
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
δ

そ
れ
ぞ
れ
に
、
定
め
ら
れ
た
面
積
の
宅
地
付
属
地
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
虚
偽
の
分
割
申
請
を
し
て
自
己
の
農
戸

の
付
属
地
を
増
加
す
る
と
い
う
事
例
が
ま
れ
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
「
コ
ル
ホ
｝
ズ
共
用
地
盗
用
防
止
措
置
に
関
す
る
」
決
定
の
前
文
に

の
べ
て
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

　
三
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
お
け
る
相
続
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
が
合
有
形
態
を
と
る
（
「
・
民
」
第
一
二
六
条
第
一
項
）
こ

と
か
ら
、
特
殊
な
性
格
を
あ
ら
わ
す
。
す
な
わ
ち
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
構
成
員
の
個
人
財
産
に
つ
い
て
は
、
農
戸
構
成
員
の
死
後
相
続
人

に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
（
こ
の
場
合
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
が
生
前
に
支
払
い
を
受
け
て
い
な
い
作
業
日
報
酬
は
そ
の
者
の
個
人
財
産
で
あ

　
　
　
　
（
輔
四
）

る
こ
と
に
注
意
）
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
　
一
般
に
個
々
の
農
戸
構
成
員
が
死
亡
し
て
も
相
続
は
開
始
さ
れ
ず
に
残
り
の

構
成
員
の
合
有
と
し
て
と
ど
ま
り
、
そ
の
農
戸
の
構
成
員
の
最
後
の
一
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
の
み
、
・
シ
ア
共
和
国
民
法
典
第
七
篇

（
相
続
権
）
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
相
続
が
行
わ
れ
る
（
「
・
民
」
第
五
六
〇
条
）
。
ロ
シ
ァ
共
和
国
以
外
の
構
成
共
和
国
の
場
合
は
そ
れ
ぞ

れ
の
民
法
典
の
相
続
権
篇
の
規
定
に
し
た
が
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（（（（四　一　 一　一　　　　　 一　＿　 一））））
（
五
）
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コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八

　
（
六
）
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0
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（
九
）
　
採
用
（
昌
属
竃
錯
9
ヨ
o
又
は
昌
§
竃
雲
①
3
ω
o
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
稲
子
前
掲
論
文
（
「
ソ
ヴ
ェ
ト
農
村
家
族
に
お
け
る
世
帯
財
産
共
有

　
　
　
　
制
」
）
　
一
二
頁
以
下
参
照
。
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な
お
、
土
地
法
典
に
お
け
る
分
与
・
分
割
の
説
明
は
稲
子
前
掲
論
文
（
二
一
頁
以
下
）
に
詳
細
で
あ
る
Q

　
（
二
二
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困
製
o
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
の
問
題
を
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
の
一
局
面
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
歴
史
的
背
景

（
第
一
章
）
、
そ
の
問
題
性
格
（
第
二
章
）
、
そ
の
存
在
構
造
（
第
三
章
）
の
順
で
考
察
し
て
き
た
。

　
不
充
分
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
以
上
の
考
察
全
体
を
通
じ
て
、
こ
の
所
有
権
は
社
会
主
義
的
権
利
の
全
体
系
の
中
で
非
常
に
特
殊
な

位
置
を
占
め
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
そ
の
特
殊
性
は
以
下
に
の
べ
る
よ
う
な
二
面
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。

　
共
産
主
義
社
会
の
第
一
段
階
と
し
て
の
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
権
利
は
、
社
会
主
義
社
会
が
そ
こ
か
ら
生
れ
出
た
母
胎
で
あ
る
旧
社



会
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
）
の
母
斑
を
帯
び
た
、
カ
ッ
コ
つ
き
の
「
ブ
ル
ジ
．
ア
的
権
利
」
で
あ
り
、
そ
の
特
質
は
生
産
手
段
の
私
有
の
廃
止

と
、
「
労
働
に
応
ず
る
分
配
」
原
則
の
貫
徹
に
あ
る
と
一
般
的
に
は
言
い
う
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
扱
っ
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的

所
有
権
に
お
い
て
は
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
本
質
的
な
意
味
は
も
た
な
い
と
は
い
え
小
規
模
生
産
用
具
の
い
わ
ば
「
私
有
」
が
認
め
ら

れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
公
共
経
営
か
ら
の
分
配
の
場
合
と
こ
と
な
っ
て
社
会
主
義
的
分
配
原
則
と
は
無
縁
で
あ
り
、

主
体
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
所
有
の
態
様
の
特
殊
な
性
格
（
第
三
の
主
体
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
、
合
有
）
と
あ
い
ま
っ
て
、

む
し
ろ
小
商
品
生
産
の
残
津
と
し
て
の
性
格
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
所
有
権
は
、
社
会
主
義
段
階
以
前
の
も
の
と

も
言
い
う
る
側
面
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
所
有
権
に
対
す
る
国
家
権
力
に
よ
る
法
的
規
制
が
非
常
に
厳
し
い
こ
と
は
先
に
み
た
と

お
り
で
あ
る
。
（
以
上
、
第
一
の
側
面
）
し
か
し
、
現
実
に
こ
の
権
利
は
、
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
が
社
会
主
義
労
働
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
労
働

に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
所
属
す
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
基
本
的
性
格
を
も
つ
ほ
か
、
コ
ル
ホ
ー
ズ

の
公
共
経
営
か
ら
の
分
配
と
し
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
う
け
と
る
収
入
が
社
会
主
義
の
現
段
階
に
お
い
て
必
ず
し
も
充
分
で
な
い
の
で
、
こ

の
収
入
を
補
う
と
い
う
、
社
会
主
義
集
団
農
業
の
発
展
の
た
め
の
一
つ
の
挺
子
と
し
て
の
重
要
な
意
義
と
役
割
を
も
つ
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
そ
れ
は
社
会
主
義
的
諸
権
利
の
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
か
く
し
て
、
社
会
主
義
的
権
利
と
し
て
の
側
面
を
も
有
す
る

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
所
有
権
に
対
し
て
国
家
お
よ
び
コ
ル
ホ
ー
ズ
か
ら
一
定
の
配
慮
と
援
助
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
に

ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
（
以
上
、
第
二
の
側
面
）
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
は
、
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
再
三
に
わ
た
る
政
策
の
転
換

と
し
て
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

　
以
上
の
二
面
性
の
把
握
に
よ
り
、
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
の
一
局
面
と
し
て
の
こ
の
所
有
権
の
矛
盾
の
内
部
構
造
が
基
本
的
に
あ
ぎ
ら

　
　
　
　
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
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コ
ル
ホ
ー
ズ
農
戸
の
個
人
的
所
有
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇

か
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
の
根
元
を
た
ど
れ
ば
究
極
的
に
は
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
農
業
と
工
業
の
矛

盾
に
ま
で
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
は
更
に
多
く
の
準
備
的
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
最
後
に
、
具
体
的
社
会
事
実
の
確
定
が
基
礎
と
な
る
本
稿
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
場
合
、
一
般
的
な
参
考
文
献
の
み
に
頼
っ
て
は
い
わ
ゆ

る
隔
靴
掻
痒
の
感
を
免
れ
ず
、
更
に
詳
細
な
資
料
（
た
と
え
ば
、
個
別
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
定
款
、
内
部
秩
序
規
則
の
サ
ン
プ
ル
等
）
と
、
出
来
う
れ

ば
法
社
会
学
的
な
実
地
調
査
を
も
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
充
分
な
成
果
は
望
み
え
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
六
年
一
一
月
稿
）


